
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 学校法人の寄附行為（変更）認可申請に

あたっての留意点等 
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学
校

法
人

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
に

あ
た

っ
て

の
留

意
点

等

平
成

2
9
年

1
2
月

2
2
日

高
等

教
育

局
私

学
部

私
学

行
政

課
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目
次

１
．

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
の

認
可

に
関

す
る

審
査

基
準

の
概

要
・

・
・

・
1

２
．

申
請

手
続

等
の

流
れ

と
審

査
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
1
1

３
．

学
校

法
人

分
科

会
に

よ
る

審
査

の
概

要
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
1
2

４
．

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

後
の

財
政

状
況

，
施

設
等

整
備

状
況

調
査

（
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
）

・
・

・
・

1
5

５
．

そ
の

他
手

続
き

等
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
1
6

６
．

申
請

書
類

作
成

上
の

留
意

点
等

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

2
0

参
考

資
料

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
2
2
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大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会

大
学

設
置
分

科
会

名
称
，
教
育
課
程
，
教
員
組
織
，

校
地
，
校
舎
等
に
つ
い
て
，
学
校
教

育
法
及
び
「
大
学
設
置
基
準
」
等
に

適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
。

学
校
法

人
分

科
会

財
政
計
画
・
管
理
運
営
等
に
つ
い

て
，
私
立
学
校
法
及
び
「
学
校
法
人

の
寄
附
行
為
及
び
寄
附
行
為
変
更
の

認
可
に
関
す
る
審
査
基
準
」
等
に
適

合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
。

審
査
基
準

・
校
地
，
施
設
及
び
設
備

・
標
準
設
置
経
費
，
標
準
経
常
経
費

・
設
置
経
費
，
経
常
経
費
の
財
源

・
負
債
率
，
負
債
償
還
率

・
管
理
運
営
状
況

等

1

１
．

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
の

認
可

に
関

す
る

審
査

基
準

の
概

要
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（
１

）
審

査
基

準
の

ポ
イ

ン
ト

◇
原

則
，

申
請

時
点

で
自

己
所

有
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

◇
た

だ
し

，
一

定
要

件
を

満
た

す
場

合
は

借
用

で
も

可
。

◇
原

則
，

申
請

時
点

で
自

己
所

有
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

◇
た

だ
し

，
一

定
要

件
を

満
た

す
場

合
は

借
用

で
も

可
。

①
校

地
，

施
設

及
び

設
備

①
校

地
，

施
設

及
び

設
備

【
標

準
設

置
経

費
】

◇
大

学
等

（
大

学
院

大
学

を
除

く
）

の
施

設
・

設
備

の
整

備
に

要
す

る
経

費
は

，
「

標
準

設
置

経
費

」
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

◇
転

用
・

共
用

す
る

既
存

の
施

設
・

設
備

が
あ

れ
ば

，
当

該
施

設
等

の
簿

価
分

を
含

め
「

標
準

設
置

経
費

」
以

上
で

あ
れ

ば
可

。
【

標
準

経
常

経
費

】
◇

大
学

等
（

大
学

院
大

学
を

除
く

）
の

開
設

年
度

の
経

常
経

費
は

，
「

標
準

経
常

経
費

」
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

→
H

29
.1

0.
2付

(2
9文

科
高

第
58

1号
)に

お
い

て
通

知
済

み
。

【
標

準
設

置
経

費
】

◇
大

学
等

（
大

学
院

大
学

を
除

く
）

の
施

設
・

設
備

の
整

備
に

要
す

る
経

費
は

，
「

標
準

設
置

経
費

」
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

◇
転

用
・

共
用

す
る

既
存

の
施

設
・

設
備

が
あ

れ
ば

，
当

該
施

設
等

の
簿

価
分

を
含

め
「

標
準

設
置

経
費

」
以

上
で

あ
れ

ば
可

。
【

標
準

経
常

経
費

】
◇

大
学

等
（

大
学

院
大

学
を

除
く

）
の

開
設

年
度

の
経

常
経

費
は

，
「

標
準

経
常

経
費

」
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

→
H

29
.1

0.
2付

(2
9文

科
高

第
58

1号
)に

お
い

て
通

知
済

み
。

②
標

準
設

置
経

費
，

標
準

経
常

経
費

②
標

準
設

置
経

費
，

標
準

経
常

経
費

◇
設

置
経

費
等

の
財

源
は

，
申

請
時

点
で

負
債

性
の

な
い

自
己

資
金

で
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
◇

財
源

の
保

有
形

態
は

，
現

金
預

金
の

ほ
か

国
債

等
の

有
価

証
券

で
，

一
定

の
要

件
を

満
た

す
も

の
で

も
可

。
◇

経
常

経
費

の
財

源
の

う
ち

，
学

生
納

付
金

に
つ

い
て

は
，

学
生

数
が

合
理

的
に

算
定

さ
れ

，
確

実
に

収
納

さ
れ

る
見

込
み

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。

◇
設

置
経

費
等

の
財

源
は

，
申

請
時

点
で

負
債

性
の

な
い

自
己

資
金

で
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
◇

財
源

の
保

有
形

態
は

，
現

金
預

金
の

ほ
か

国
債

等
の

有
価

証
券

で
，

一
定

の
要

件
を

満
た

す
も

の
で

も
可

。
◇

経
常

経
費

の
財

源
の

う
ち

，
学

生
納

付
金

に
つ

い
て

は
，

学
生

数
が

合
理

的
に

算
定

さ
れ

，
確

実
に

収
納

さ
れ

る
見

込
み

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。

③
設

置
経

費
，

経
常

経
費

の
財

源
③

設
置

経
費

，
経

常
経

費
の

財
源

【
負

債
率

】
◇

開
設

年
度

の
前

々
年

度
末

の
負

債
率

が
25

％
以

下
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

【
負

債
償

還
率

】
◇

開
設

年
度

の
3年

前
か

ら
完

成
年

度
ま

で
の

各
年

度
の

負
債

償
還

率
が

20
％

以
下

で
あ

る
こ

と
が

必
要

。

【
負

債
率

】
◇

開
設

年
度

の
前

々
年

度
末

の
負

債
率

が
25

％
以

下
で

あ
る

こ
と

が
必

要
。

【
負

債
償

還
率

】
◇

開
設

年
度

の
3年

前
か

ら
完

成
年

度
ま

で
の

各
年

度
の

負
債

償
還

率
が

20
％

以
下

で
あ

る
こ

と
が

必
要

。

④
負

債
率

，
負

債
償

還
率

④
負

債
率

，
負

債
償

還
率

◇
学

校
等

の
管

理
運

営
に

お
い

て
，

適
正

を
欠

く
事

実
が

な
い

こ
と

等
◇

学
校

等
の

管
理

運
営

に
お

い
て

，
適

正
を

欠
く

事
実

が
な

い
こ

と
等

⑤
管

理
運

営
状

況
等

⑤
管

理
運

営
状

況
等

2

P
３
参
照

P
3
-
5
参
照

P
6
-
7
参
照

P
8
-
1
0
参
照

◇
学
生
納
付
金
の
算
出
根
拠
と
な
る
学
生
数
が
合
理
的

に
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

◇
学
生
納
付
金
の
算
出
根
拠
と
な
る
学
生
数
が
合
理
的

に
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑥
そ

の
他

（
学

生
確

保
の

見
通

し
に

か
か

る
調

査
）

⑥
そ

の
他

（
学

生
確

保
の

見
通

し
に

か
か

る
調

査
）

P
1
1
参
照
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◇
大
学
等
の
施
設
・
設
備
の
整
備
に
要
す
る
経
費
は
，
「
標
準
設
置
経
費
」
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

◇
転
共
用
す
る
既
存
施
設
・
設
備
が
あ
れ
ば
，
当
該
施
設
等
の
簿
価
分
を
含
め
て
「標
準
設
置
経
費
」
以
上
。

◇
大
学
等
の
開
設
年
度
の
経
常
経
費
は
，
「
標
準
経
常
経
費
」
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

◇
設
置
経
費
・
初
年
度
経
常
経
費
の
財
源
は
，
申
請
時
点
で
負
債
性
の
な
い
自
己
資
金
で
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
。

「
創

設
費

」
の

合
計

額
に

相
当

す
る

財
源

を
，

申
請

時
点

で
負

債
性

の
な

い
自

己
資

金
で

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

校
舎

（
基

準
内

）
と

設
備

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
，

創
設

費
と

転
共

用
の

合
計

額
が

「
標

準
設

置
経

費
」

以
上

。

3

創
設
費

（設
置
経
費
，
経
常
経
費
）

転
共
用

校
地

○
○
○
百
万
円

校
舎
(基
準
内
）

○
○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

校
舎
(基
準
外
）

○
○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

図
書

○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

設
備

○
○
○
百
万
円

○
○
百
万
円

経
常
経
費

(原
則
初
年
度
分
。
大
新
の
み
。
)

○
○
○
百
万
円

開
設
年
度
の
経
常
経

費
は
，
「標
準
経
常

経
費
」以
上

（
２

）
標

準
設

置
経

費
，

標
準

経
常

経
費

と
設

置
経

費
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◇
開

設
前

々
年

度
の

１
０

月
末

ま
で

に
財

源
を

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
開

設
前

々
々

年
度

（
３

１
年

度
開

設
は

２
８

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

◇
６

月
末

の
追

加
書

類
提

出
時

に
改

め
て

，
そ

れ
以

降
の

支
払

い
等

に
係

る
自

己
財

源
の

保
有

状
況

を
確

認
。

◇
開

設
前

々
年

度
の

１
０

月
末

ま
で

に
財

源
を

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
開

設
前

々
々

年
度

（
３

１
年

度
開

設
は

２
８

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

◇
６

月
末

の
追

加
書

類
提

出
時

に
改

め
て

，
そ

れ
以

降
の

支
払

い
等

に
係

る
自

己
財

源
の

保
有

状
況

を
確

認
。

①
申

請
時

①
申

請
時

4

◇
開

設
前

々
年

度
の

３
月

末
ま

で
に

財
源

を
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
◇

開
設

前
々

年
度

（
３

１
年

度
開

設
は

２
９

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

◇
開

設
前

々
年

度
の

３
月

末
ま

で
に

財
源

を
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
◇

開
設

前
々

年
度

（
３

１
年

度
開

設
は

２
９

年
度

末
）

の
貸

借
対

照
表

に
て

財
源

を
確

認
。

（
３

－
１

）
設

置
経

費
の

財
源

の
確

認

設
置

経
費

等
の

財
源

は
①

申
請

時
に

，
②

寄
附

金
，

資
産

売
却

収
入

，
そ

の
他

学
校

法
人

の
負

債
と

な
ら

な
い

収
入

に
よ

り
積

み
立

て
ら

れ
た

資
産

を
保

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
設

置
経

費
等

の
財

源
は

①
申

請
時

に
，

②
寄

附
金

，
資

産
売

却
収

入
，

そ
の

他
学

校
法

人
の

負
債

と
な

ら
な

い
収

入
に

よ
り

積
み

立
て

ら
れ

た
資

産
を

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

＜
大

学
新

設
案

件
＞

＜
学

部
等

新
設

案
件

＞

◇
借

入
金

に
よ

り
調

達
し

た
寄

附
金

は
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
こ

の
場

合
，

寄
附

者
が

行
っ

た
借

入

れ
に

限
ら

ず
，

そ
の

原
資

が
借

入
れ

に
よ

る
も

の
で

あ
る

場
合

も
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
◇

設
置

経
費

相
当

額
の

財
源

を
保

有
し

て
い

る
場

合
に

は
設

置
経

費
等

の
二

分
の

一
を

超
え

な
い

範
囲

で
借

入
金

を
充

て
る

こ
と

が
可

能
。

◇
借

入
金

に
よ

り
調

達
し

た
寄

附
金

は
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
こ

の
場

合
，

寄
附

者
が

行
っ

た
借

入

れ
に

限
ら

ず
，

そ
の

原
資

が
借

入
れ

に
よ

る
も

の
で

あ
る

場
合

も
設

置
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

。
◇

設
置

経
費

相
当

額
の

財
源

を
保

有
し

て
い

る
場

合
に

は
設

置
経

費
等

の
二

分
の

一
を

超
え

な
い

範
囲

で
借

入
金

を
充

て
る

こ
と

が
可

能
。

②
負

債
性

の
無

い
自

己
資

金
等

②
負

債
性

の
無

い
自

己
資

金
等
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5

（
３

－
２

）
設

置
経

費
の

財
源

の
考

え
方

◇
設

置
経

費
の

財
源

は
，

申
請

時
点

で
負

債
性

の
な

い
自

己
資

金
で

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
保

有
形

態
は

，
現

金
預

金
の

ほ
か

国
債

等
の

有
価

証
券

で
一

定
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
も

可
。

◇
設

置
経

費
の

財
源

は
，

申
請

時
点

で
負

債
性

の
な

い
自

己
資

金
で

保
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

◇
保

有
形

態
は

，
現

金
預

金
の

ほ
か

国
債

等
の

有
価

証
券

で
一

定
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
も

可
。

貸
借

対
照

表
を

基
礎

と
す

る
財

源
の

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
（

基
本

的
な

考
え

方
）

①
【

現
金

預
金

－
（

流
動

負
債

＋
第

４
号

基
本

金
）

】
が

設
置

経
費

を
上

回
っ

て
い

る
か

。

②
流

動
負

債
の

中
の

科
目

（
前

受
金

を
除

く
。

）
と

資
産

の
部

に
計

上
し

て
い

る
科

目
が

対
応

し
て

い
る

場
合

は
，

そ
れ

ら
を

除
い

た
上

で
上

記
①

が
設

置
経

費
を

上
回

っ
て

い
る

か
。

上
回

っ
て

い
な

い

③
設

置
経

費
の

支
払

時
期

ま
で

に
現

金
化

出
来

る
有

価
証

券
（

注
１

）
が

あ
る

場
合

，
そ

れ
を

財
源

に
加

え
た

上
で

上
記

①
が

設
置

経
費

を
上

回
っ

て
い

る
か

。

上
回

っ
て

い
な

い

財
源

を
，

負
債

性
の

な
い

自
己

資
金

等
で

保
有

し
て

い
る

。

上
回

っ
て

い
な

い

財
源

の
説

明
が

つ
か

な
い

。
（

注
２

）

上
回

っ
て

い
る

上
回

っ
て

い
る

上
回

っ
て

い
る

（
注

１
）

審
査

基
準

第
一

の
一

の
（

十
）

の
オ

（
財

源
の

保
有

形
態

）
に

留
意

が
必

要
。

（
注

２
）

第
４

号
基

本
金

に
対

応
し

た
資

産
や

設
置

財
源

に
充

当
で

き
る

特
定

資
産

を
保

有
し

て
い

る
場

合
は

，
個

別
に

ご
相

談
い

た
だ

き
た

い
。
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6

（
４

）
負

債
率

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

率
」

は
，

「
総

資
産

額
」

に
占

め
る

「
前

受
金

を
除

く
総

負
債

額
」

の
割

合
。

◇
こ

の
「

負
債

率
」

は
，

日
本

私
立

学
校

振
興

・
共

済
事

業
団

が
毎

年
度

作
成

し
て

い
る

「
今

日
の

私
学

財
政

」
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
「

総
負

債
比

率
」

や
「

負
債

比
率

」
と

は
算

出
方

法
が

異
な

る
の

で
留

意
が

必
要

。

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

率
」

は
，

「
総

資
産

額
」

に
占

め
る

「
前

受
金

を
除

く
総

負
債

額
」

の
割

合
。

◇
こ

の
「

負
債

率
」

は
，

日
本

私
立

学
校

振
興

・
共

済
事

業
団

が
毎

年
度

作
成

し
て

い
る

「
今

日
の

私
学

財
政

」
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
「

総
負

債
比

率
」

や
「

負
債

比
率

」
と

は
算

出
方

法
が

異
な

る
の

で
留

意
が

必
要

。

①
負

債
率

（
審

査
基

準
）

総
資

産
額

に
占

め
る

前
受

金
を

除
く

総
負

債
額

の
割

合

(総
負

債
額

4
0
0
 －

前
受

金
2
0
0
) 

÷
総

資
産

額
1
,0

0
0
 ×

1
0
0
 ＝

2
0
％

③
負

債
比

率
（

私
学

事
業

団
「

今
日

の
私

学
財

政
」

）
純

資
産

額
に

占
め

る
総

負
債

額
の

割
合

総
負

債
額

4
0
0
 ÷

純
資

産
額

6
0
0
 ×

1
0
0
 ＝

6
6
.7

％

②
総

負
債

比
率

（
私

学
事

業
団

「
今

日
の

私
学

財
政

」
）

総
資

産
額

に
占

め
る

総
負

債
額

の
割

合

総
負

債
額

4
0
0
 ÷

総
資

産
額

1
,0

0
0
 ×

1
0
0
 ＝

4
0
％

２
．

負
債

率
等

の
算

出
方

法
１

．
貸

借
対

照
表

の
状

況

総
資

産
額

1
,0

0
0

純
資

産
額

6
0
0

総
負

債
額

4
0
0

う
ち

前
受

金
2
0
0

-103-



7

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

償
還

率
」

は
，

「
事

業
活

動
収

入
」

に
占

め
る

「
負

債
償

還
額

（
元

本
＋

利
息

）
」

の
割

合
。

◇
「

負
債

償
還

率
」

を
算

出
す

る
際

，
「

短
期

借
入

金
」

を
除

外
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

，
こ

の
「

短
期

借
入

金
」

は
，

「
学

校
法

人
会

計
基

準
」

に
お

け
る

「
短

期
借

入
金

」
と

は
取

り
扱

い
が

異
な

る
の

で
，

留
意

が
必

要
。

◇
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

で
規

定
し

て
い

る
「

負
債

償
還

率
」

は
，

「
事

業
活

動
収

入
」

に
占

め
る

「
負

債
償

還
額

（
元

本
＋

利
息

）
」

の
割

合
。

◇
「

負
債

償
還

率
」

を
算

出
す

る
際

，
「

短
期

借
入

金
」

を
除

外
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

，
こ

の
「

短
期

借
入

金
」

は
，

「
学

校
法

人
会

計
基

準
」

に
お

け
る

「
短

期
借

入
金

」
と

は
取

り
扱

い
が

異
な

る
の

で
，

留
意

が
必

要
。

①
算

出
方

法

（
借

入
金

等
返

済
支

出
＋

借
入

金
等

利
息

支
出

）
÷

事
業

活
動

収
入

×
1
0
0
 ≦

 2
0
％

②
短

期
借

入
金

の
取

扱
い

ア
「

学
校

法
人

の
寄

附
行

為
及

び
寄

附
行

為
の

変
更

の
認

可
に

関
す

る
審

査
基

準
」

上
の

取
扱

い
借

入
を

行
う

年
度

内
に

償
還

期
限

が
到

来
す

る
も

の
に

限
る

（
借

入
時

期
と

償
還

期
限

が
同

一
年

度
内

）

イ
「

学
校

法
人

会
計

基
準

」
上

の
取

扱
い

償
還

期
限

が
貸

借
対

照
表

の
日

付
か

ら
１

年
以

内
に

到
来

す
る

も
の

（
借

入
時

期
と

償
還

期
限

が
年

度
を

ま
た

ぐ
）

・
短

期
借

入
金

（
借

入
を

行
う

年
度

内
に

償
還

期
限

が
到

来
す

る
も

の
に

限
る

）
は

除
外

す
る

こ
と

が
可

能
。

・
借

入
金

を
繰

上
償

還
し

た
場

合
は

，
当

該
償

還
額

は
除

外
す

る
こ

と
が

可
能

。

（
５

）
負

債
償

還
率
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（
６

）
管

理
運

営
体

制
等

8

大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

管
理

運
営

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要

ア
理

事
長

の
資

質

・
業

務
の

全
般

に
つ

い
て

主
導

的
な

役
割

等
を

果
た

す
た

め
に

必
要

な
知

識
又

は
経

験

イ
理

事
体

制
の

整
備

・
理

事
相

互
間

の
情

報
及

び
意

見
交

換
の

機
会

の
十

分
な

確
保

ウ
他

の
学

校
法

人
の

役
員

と
の

兼
職

の
制

限
，

役
員

の
構

成
（

教
学

側
の

意
向

が
適

切
に

反
映

さ
れ

る
構

成
）

エ
監

事
の

支
援

体
制

の
整

備

・
業

務
や

財
務

に
係

る
情

報
提

供
，

内
部

監
査

部
門

等
と

の
情

報
共

有
，

監
事

業
務

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
人

員
の

配
置

オ
管

理
運

営
上

必
要

な
諸

規
程

の
整

備
（

以
下

参
照

）

カ
（

偽
り

や
不

正
行

為
に

よ
り

）
不

認
可

期
間

の
設

定
の

適
用

を
受

け
た

者
が

特
定

期
間

を
経

過
し

た
後

に

申
請

す
る

場
合

，
再

発
防

止
の

た
め

の
必

要
な

措
置

な
ど

大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

管
理

運
営

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要

ア
理

事
長

の
資

質

・
業

務
の

全
般

に
つ

い
て

主
導

的
な

役
割

等
を

果
た

す
た

め
に

必
要

な
知

識
又

は
経

験

イ
理

事
体

制
の

整
備

・
理

事
相

互
間

の
情

報
及

び
意

見
交

換
の

機
会

の
十

分
な

確
保

ウ
他

の
学

校
法

人
の

役
員

と
の

兼
職

の
制

限
，

役
員

の
構

成
（

教
学

側
の

意
向

が
適

切
に

反
映

さ
れ

る
構

成
）

エ
監

事
の

支
援

体
制

の
整

備

・
業

務
や

財
務

に
係

る
情

報
提

供
，

内
部

監
査

部
門

等
と

の
情

報
共

有
，

監
事

業
務

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
人

員
の

配
置

オ
管

理
運

営
上

必
要

な
諸

規
程

の
整

備
（

以
下

参
照

）

カ
（

偽
り

や
不

正
行

為
に

よ
り

）
不

認
可

期
間

の
設

定
の

適
用

を
受

け
た

者
が

特
定

期
間

を
経

過
し

た
後

に

申
請

す
る

場
合

，
再

発
防

止
の

た
め

の
必

要
な

措
置

な
ど

＜
学

校
法

人
の

管
理

運
営

上
必

要
な

諸
規

程
の

例
＞

【
組

織
・

総
務

関
係

】
組

織
規

程
，

事
務

分
掌

規
程

，
稟

議
規

程
，

文
書

取
扱

（
接

受
，

保
管

）
規

程
，

公
印

取
扱

規
程

，
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
規

程
，

情
報

公
開

に
関

す
る

規
程

，
公

益
通

報
に

関
す

る
規

程
【

人
事

・
給

与
関

係
】

就
業

規
則

，
教

職
員

任
免

規
程

，
定

年
規

程
，

役
員

報
酬

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

給
与

規
程

，
役

員
退

職
金

支
給

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

退
職

金
支

給
規

程
，

旅
費

規
程

【
財

務
関

係
】

会
計

・
経

理
規

程
，

固
定

資
産

管
理

規
程

，
物

品
管

理
規

程
，

資
産

運
用

に
関

す
る

規
程

な
ど

＜
学

校
法

人
の

管
理

運
営

上
必

要
な

諸
規

程
の

例
＞

【
組

織
・

総
務

関
係

】
組

織
規

程
，

事
務

分
掌

規
程

，
稟

議
規

程
，

文
書

取
扱

（
接

受
，

保
管

）
規

程
，

公
印

取
扱

規
程

，
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
規

程
，

情
報

公
開

に
関

す
る

規
程

，
公

益
通

報
に

関
す

る
規

程
【

人
事

・
給

与
関

係
】

就
業

規
則

，
教

職
員

任
免

規
程

，
定

年
規

程
，

役
員

報
酬

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

給
与

規
程

，
役

員
退

職
金

支
給

規
程

（
支

給
す

る
場

合
）

，
教

職
員

退
職

金
支

給
規

程
，

旅
費

規
程

【
財

務
関

係
】

会
計

・
経

理
規

程
，

固
定

資
産

管
理

規
程

，
物

品
管

理
規

程
，

資
産

運
用

に
関

す
る

規
程

な
ど

①
管

理
運

営
体

制
①

管
理

運
営

体
制
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学
校

等
の

管
理

運
営

に
お

い
て

，
適

正
を

欠
く

事
実

が
な

い
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
法

令
に

基
づ

く
登

記
，

届
出

，
報

告
等

の
適

正
な

実
施

イ
役

員
間

，
教

職
員

間
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
間

に
お

け
る

訴
訟

そ
の

他
の

紛
争

ウ
日

本
私

立
学

校
振

興
・

共
済

事
業

団
か

ら
の

借
入

金
の

償
還

，
そ

の
徴

収
す

る
掛

金
，

公
租

公
課

の
支

払
状

況

エ
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利

用
そ

の
他

の
適

切
な

方
法

に
よ

る
財

務
情

報
の

公
表

の
状

況

学
校

等
の

管
理

運
営

に
お

い
て

，
適

正
を

欠
く

事
実

が
な

い
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
法

令
に

基
づ

く
登

記
，

届
出

，
報

告
等

の
適

正
な

実
施

イ
役

員
間

，
教

職
員

間
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
間

に
お

け
る

訴
訟

そ
の

他
の

紛
争

ウ
日

本
私

立
学

校
振

興
・

共
済

事
業

団
か

ら
の

借
入

金
の

償
還

，
そ

の
徴

収
す

る
掛

金
，

公
租

公
課

の
支

払
状

況

エ
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利

用
そ

の
他

の
適

切
な

方
法

に
よ

る
財

務
情

報
の

公
表

の
状

況

＜
管

理
運

営
体

制
，

管
理

運
営

状
況

，
事

務
処

理
体

制
に

つ
い

て
の

留
意

点
（

主
な

指
摘

例
）

＞

○
役

員
，

評
議

員
の

構
成

が
特

定
の

親
族

や
高

齢
に

偏
向

○
監

事
の

職
務

執
行

状
況

や
監

事
を

機
能

さ
せ

る
た

め
の

支
援

体
制

・
取

組
が

不
十

分

○
役

員
が

法
人

の
運

営
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
体

制
が

不
十

分
（

理
事

長
の

出
勤

状
況

，
理

事
・

監
事

の
理

事
会

等
へ

の
出

席
状

況
，

理
事

会
の

開
催

頻
度

，
理

事
会

・
評

議
員

会
の

遠
隔

地
で

の
開

催
な

ど
）

○
役

員
，

評
議

員
の

選
任

方
法

が
不

適
切

（
遡

及
し

た
選

任
，

理
事

会
等

の
承

認
を

経
ず

に
選

任
な

ど
）

○
理

事
会

，
評

議
員

会
の

運
営

が
不

適
切

（
開

催
順

序
の

誤
り

，
書

面
に

よ
る

持
ち

回
り

，
理

事
会

，
評

議
員

会
の

同
時

開
催

，
白

紙
委

任
な

ど
）

○
学

校
法

人
と

理
事

長
個

人
が

利
益

相
反

行
為

に
あ

た
る

契
約

を
締

結

○
資

金
管

理
が

不
適

切
（

関
連

法
人

へ
の

不
適

切
な

担
保

提
供

，
書

面
に

よ
る

確
認

の
な

い
ま

ま
の

債
務

保
証

な
ど

）

○
財

務
関

係
書

類
等

の
備

え
付

け
が

遅
延

，
作

成
す

べ
き

書
類

が
未

作
成

○
法

令
や

寄
附

行
為

に
基

づ
く

登
記

の
不

備
（

代
表

権
の

登
記

，
資

産
総

額
変

更
登

記
な

ど
）

○
財

務
関

係
書

類
の

利
害

関
係

人
へ

の
閲

覧
（

閲
覧

対
象

書
類

，
閲

覧
の

対
象

者
）

が
不

十
分

○
財

務
状

況
の

一
般

公
開

（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
）

が
未

実
施

又
は

不
十

分

○
休

校
中

の
学

校
等

や
休

止
中

の
収

益
事

業
に

つ
い

て
，

今
後

の
取

扱
い

が
未

定

＜
管

理
運

営
体

制
，

管
理

運
営

状
況

，
事

務
処

理
体

制
に

つ
い

て
の

留
意

点
（

主
な

指
摘

例
）

＞

○
役

員
，

評
議

員
の

構
成

が
特

定
の

親
族

や
高

齢
に

偏
向

○
監

事
の

職
務

執
行

状
況

や
監

事
を

機
能

さ
せ

る
た

め
の

支
援

体
制

・
取

組
が

不
十

分

○
役

員
が

法
人

の
運

営
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
体

制
が

不
十

分
（

理
事

長
の

出
勤

状
況

，
理

事
・

監
事

の
理

事
会

等
へ

の
出

席
状

況
，

理
事

会
の

開
催

頻
度

，
理

事
会

・
評

議
員

会
の

遠
隔

地
で

の
開

催
な

ど
）

○
役

員
，

評
議

員
の

選
任

方
法

が
不

適
切

（
遡

及
し

た
選

任
，

理
事

会
等

の
承

認
を

経
ず

に
選

任
な

ど
）

○
理

事
会

，
評

議
員

会
の

運
営

が
不

適
切

（
開

催
順

序
の

誤
り

，
書

面
に

よ
る

持
ち

回
り

，
理

事
会

，
評

議
員

会
の

同
時

開
催

，
白

紙
委

任
な

ど
）

○
学

校
法

人
と

理
事

長
個

人
が

利
益

相
反

行
為

に
あ

た
る

契
約

を
締

結

○
資

金
管

理
が

不
適

切
（

関
連

法
人

へ
の

不
適

切
な

担
保

提
供

，
書

面
に

よ
る

確
認

の
な

い
ま

ま
の

債
務

保
証

な
ど

）

○
財

務
関

係
書

類
等

の
備

え
付

け
が

遅
延

，
作

成
す

べ
き

書
類

が
未

作
成

○
法

令
や

寄
附

行
為

に
基

づ
く

登
記

の
不

備
（

代
表

権
の

登
記

，
資

産
総

額
変

更
登

記
な

ど
）

○
財

務
関

係
書

類
の

利
害

関
係

人
へ

の
閲

覧
（

閲
覧

対
象

書
類

，
閲

覧
の

対
象

者
）

が
不

十
分

○
財

務
状

況
の

一
般

公
開

（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
）

が
未

実
施

又
は

不
十

分

○
休

校
中

の
学

校
等

や
休

止
中

の
収

益
事

業
に

つ
い

て
，

今
後

の
取

扱
い

が
未

定

②
管

理
運

営
状

況
，

事
務

処
理

状
況

②
管

理
運

営
状

況
，

事
務

処
理

状
況

9
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大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

財
務

状
況

等
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
収

支
バ

ラ
ン

ス
，

ス
ト

ッ
ク

の
状

況
，

及
び

各
種

財
務

関
係

比
率

の
状

況

イ
財

政
計

画
の

作
成

状
況

ウ
寄

附
金

，
補

助
金

の
収

納
状

況

大
学

等
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
ふ

さ
わ

し
い

財
務

状
況

等
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
こ

の
場

合
，

以
下

の
事

項
に

留
意

。

ア
収

支
バ

ラ
ン

ス
，

ス
ト

ッ
ク

の
状

況
，

及
び

各
種

財
務

関
係

比
率

の
状

況

イ
財

政
計

画
の

作
成

状
況

ウ
寄

附
金

，
補

助
金

の
収

納
状

況

＜
財

務
状

況
等

に
お

け
る

主
な

指
摘

例
＞

○
事

業
活

動
収

支
差

額
が

マ
イ

ナ
ス

の
状

態
で

継
続

○
事

業
活

動
支

出
に

対
す

る
教

育
研

究
経

費
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て
低

い

（
低

下
傾

向
に

あ
る

）

○
学

生
生

徒
等

納
付

金
に

対
す

る
経

常
経

費
支

出
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て

低
い

○
負

債
率

や
負

債
償

還
率

が
高

い

○
収

支
の

均
衡

を
前

提
と

し
た

中
長

期
的

な
財

政
計

画
の

策
定

・
実

施
等

，
財

政
基

盤
の

安
定

確
保

○
既

設
校

の
定

員
未

充
足

の
改

善

○
補

助
金

の
確

実
な

収
納

○
設

置
経

費
の

財
源

と
し

て
適

当
と

認
め

ら
れ

る
寄

附
金

で
あ

る
こ

と
の

説
明

＜
財

務
状

況
等

に
お

け
る

主
な

指
摘

例
＞

○
事

業
活

動
収

支
差

額
が

マ
イ

ナ
ス

の
状

態
で

継
続

○
事

業
活

動
支

出
に

対
す

る
教

育
研

究
経

費
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て
低

い

（
低

下
傾

向
に

あ
る

）

○
学

生
生

徒
等

納
付

金
に

対
す

る
経

常
経

費
支

出
の

割
合

が
同

系
統

の
大

学
等

を
設

置
す

る
学

校
法

人
に

比
べ

て

低
い

○
負

債
率

や
負

債
償

還
率

が
高

い

○
収

支
の

均
衡

を
前

提
と

し
た

中
長

期
的

な
財

政
計

画
の

策
定

・
実

施
等

，
財

政
基

盤
の

安
定

確
保

○
既

設
校

の
定

員
未

充
足

の
改

善

○
補

助
金

の
確

実
な

収
納

○
設

置
経

費
の

財
源

と
し

て
適

当
と

認
め

ら
れ

る
寄

附
金

で
あ

る
こ

と
の

説
明

③
財

務
状

況
等

③
財

務
状

況
等

1
0
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（
７

）
学

生
確

保
の

見
通

し
に

係
る

調
査

（
説

明
）

に
お

け
る

留
意

点

1
1

○
入

学
定

員
や

学
生

確
保

の
見

込
み

数
に

つ
い

て
，

以
下

の
観

点
ご

と
に

デ
ー

タ
等

に
基

づ
き

分
析

さ
れ

，
合

理
的

に
定

員
が

設
定

さ
れ

て
い

る
か

。
・

新
設

学
部

等
の

趣
旨

目
的

，
教

育
内

容
等

・
新

設
学

部
等

の
分

野
の

動
向

・
中

長
期

的
な

１
８

歳
人

口
の

全
国

的
，

地
域

的
動

向
・

競
合

校
の

状
況

・
既

設
学

部
等

の
学

生
確

保
の

状
況

（
大

幅
な

定
員

割
れ

が
あ

る
場

合
は

，
そ

の
原

因
分

析
を

踏
ま

え
た

新
設

学
部

等
の

見
込

み
）

学
校

法
人

の
管

理
運

営
上

必
要

な
諸

規
程

の
例

○
学

生
確

保
に

関
す

る
計

画
の

確
実

性
が

担
保

さ
れ

て
い

る
か

。
・

学
生

確
保

の
取

組
の

具
体

的
計

画
・

見
込

ま
れ

る
効

果
○

高
校

生
対

象
ア

ン
ケ

ー
ト

を
行

う
場

合
の

留
意

事
項

。
・

調
査

実
施

時
期

は
，

申
請

直
前

で
は

な
く

，
申

請
者

に
よ

る
大

学
等

設
置

に
向

け
た

構
想

段
階

の
時

期
で

あ
る

。
・

ア
ン

ケ
ー

ト
対

象
は

，
ア

ド
ミ

ッ
シ

ョ
ン

ポ
リ

シ
ー

や
受

入
実

績
等

と
整

合
す

る
。

・
ア

ン
ケ

ー
ト

対
象

者
に

対
し

て
必

要
な

情
報

を
明

示
し

て
い

る
。

・
設

問
は

，
入

学
の

意
思

を
確

認
で

き
る

設
問

と
な

っ
て

い
る

。
・

調
査

結
果

を
踏

ま
え

た
分

析
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

（
入

学
意

思
を

示
し

た
回

答
数

が
入

学
定

員
を

下
回

る
場

合
は

，
入

学
定

員
を

上
回

る
入

学
希

望
者

が
確

保
で

き
る

見
込

み
に

つ
い

て
，

他
の

情
報

と
合

わ
せ

た
分

析
が

必
要

。
）

・
ア

ン
ケ

ー
ト

の
実

施
主

体
は

，
必

ず
し

も
第

三
者

で
あ

る
こ

と
を

要
し

な
い

。
○

「
学

生
確

保
の

見
通

し
と

学
生

確
保

に
向

け
た

取
組

を
記

載
し

た
書

類
」

→
平

成
２

９
年

度
申

請
分

か
ら

大
学

設
置

室
へ

の
申

請
書

類
と

は
別

の
書

類
に

な
り

ま
す

。

○
入

学
定

員
や

学
生

確
保

の
見

込
み

数
に

つ
い

て
，

以
下

の
観

点
ご

と
に

デ
ー

タ
等

に
基

づ
き

分
析

さ
れ

，
合

理
的

に
定

員
が

設
定

さ
れ

て
い

る
か

。
・

新
設

学
部

等
の

趣
旨

目
的

，
教

育
内

容
等

・
新

設
学

部
等

の
分

野
の

動
向

・
中

長
期

的
な

１
８

歳
人

口
の

全
国

的
，

地
域

的
動

向
・

競
合

校
の

状
況

・
既

設
学

部
等

の
学

生
確

保
の

状
況

（
大

幅
な

定
員

割
れ

が
あ

る
場

合
は

，
そ

の
原

因
分

析
を

踏
ま

え
た

新
設

学
部

等
の

見
込

み
）

学
校

法
人

の
管

理
運

営
上

必
要

な
諸

規
程

の
例

○
学

生
確

保
に

関
す

る
計

画
の

確
実

性
が

担
保

さ
れ

て
い

る
か

。
・

学
生

確
保

の
取

組
の

具
体

的
計

画
・

見
込

ま
れ

る
効

果
○

高
校

生
対

象
ア

ン
ケ

ー
ト

を
行

う
場

合
の

留
意

事
項

。
・

調
査

実
施

時
期

は
，

申
請

直
前

で
は

な
く

，
申

請
者

に
よ

る
大

学
等

設
置

に
向

け
た

構
想

段
階

の
時

期
で

あ
る

。
・

ア
ン

ケ
ー

ト
対

象
は

，
ア

ド
ミ

ッ
シ

ョ
ン

ポ
リ

シ
ー

や
受

入
実

績
等

と
整

合
す

る
。

・
ア

ン
ケ

ー
ト

対
象

者
に

対
し

て
必

要
な

情
報

を
明

示
し

て
い

る
。

・
設

問
は

，
入

学
の

意
思

を
確

認
で

き
る

設
問

と
な

っ
て

い
る

。
・

調
査

結
果

を
踏

ま
え

た
分

析
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

（
入

学
意

思
を

示
し

た
回

答
数

が
入

学
定

員
を

下
回

る
場

合
は

，
入

学
定

員
を

上
回

る
入

学
希

望
者

が
確

保
で

き
る

見
込

み
に

つ
い

て
，

他
の

情
報

と
合

わ
せ

た
分

析
が

必
要

。
）

・
ア

ン
ケ

ー
ト

の
実

施
主

体
は

，
必

ず
し

も
第

三
者

で
あ

る
こ

と
を

要
し

な
い

。
○

「
学

生
確

保
の

見
通

し
と

学
生

確
保

に
向

け
た

取
組

を
記

載
し

た
書

類
」

→
平

成
２

９
年

度
申

請
分

か
ら

大
学

設
置

室
へ

の
申

請
書

類
と

は
別

の
書

類
に

な
り

ま
す

。
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２
．

申
請

手
続

等
の

流
れ

２
．

申
請

手
続

等
の

流
れ

と
審

査
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

1
2

◇
大
学
等
の
設
置
に
係
る
寄
附
行
為
（変
更
）認
可
の
申
請
書
類
は
，

①
大
学
等
を
設
置
す
る
場
合
，
開
設
年
度
の
前
々
年
度
の
1
0
月
末

②
大
学
に
学
部
等
を
設
置
す
る
場
合
，
開
設
年
度
の
前
々
年
度
の
３
月
末

に
加
え
，
前
年
度
６
月
末
に
追
加
書
類
を
提
出
。

1
0
月

1
2
月

５
月

６
月

７
月

８
月

1
0
月

末
３

月
末

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

申 請
諮 問

申 請
諮 問

追 加 書 類 提 出 ① ②

意 見 伝 達 ②

意 見 回 答 ②

答 申 ① ②

認 可 ① ②

面 接 ・ 書 面 審 査 ②

（ 実 地 審 査 ） ②
①

大
学

等
設

置

②
学

部
等

設
置

【
一

般
的

な
審

査
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
（

学
校

法
人

分
科

会
）

】

（ 文 科 省 ホ ー ム ペ ー ジ ）

申 請 書 類 の 公 開

設 置 構 想 審 査 ： 面 接 ①

学 生 確 保 等 審 査 ： 書 面 ①

学 生 確 保 等 審 査 ： 書 面 ②

1
1
月

４
月

～
２

月
３

月

意 見 伝 達 ①

意 見 回 答 ①

（ 実 地 審 査 ） ①

面 接 ・ 書 面 審 査 ①

書 面 審 査( 財 務) ① ②
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1
3

３
．

学
校

法
人

分
科

会
に

よ
る

審
査

の
概

要

◇
大

学
新

設
案

件
は

２
月

頃
に

，
学

部
等

設
置

案
件

は
５

月
頃

に
実

施
。

◇
面

接
審

査
（

各
申

請
者

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

形
式

）
の

対
象

案
件

は
分

科
会

で
決

定
。

◇
面

接
審

査
を

行
わ

な
い

案
件

は
，

書
面

に
よ

り
審

査
。

◇
大

学
新

設
案

件
は

５
月

頃
に

，
学

部
等

設
置

案
件

は
７

月
頃

に
現

地
で

実
施

。

◇
大

学
新

設
案

件
は

全
案

件
で

実
施

，
学

部
等

設
置

案
件

は
分

科
会

で
対

象
を

決
定

。

◇
伝

達
意

見
へ

の
対

応
状

況
等

に
つ

い
て

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
ほ

か
，

施
設

，
設

備
等

の

整
備

状
況

の
現

地
確

認
，

証
憑

書
類

の
確

認
等

を
実

施
。

◇
大

学
新

設
案

件
，

学
部

等
設

置
案

件
と

も
に

７
月

に
書

面
に

よ
り

審
査

。

申
請

諮
問

意
見

伝
達

伝
達

意
見

へ
の

回
答

答
申

認
可

①
面

接
(書

面
)審

査

②
実

地
調

査

③
財

務
関

係
書

面
審

査

（
１

）
審

査
の

方
法

等
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④
設

置
構

想
審

査
（

大
学

新
設

の
み

）

◇
審
査
の
最
初
の
段
階
で
，
理
事
長
（
予
定
者
）
及
び
学
長
予
定
者
を
直
接
面
接

し
，
設
置
の
理
念
な
ど
設
置
構
想
の
根
幹
的
な
事
項
に
つ
い
て
審
査
。

◇
地
元
自
治
体
か
ら
大
学
へ
の
期
待
や
連
携
へ
の
意
識
等
を
確
認
。

◇
大
学
設
置
分
科
会
と
学
校
法
人
分
科
会
の
両
分
科
会
合
同
で
実
施
。

⑤
学

生
確

保
等

に
係

る
審

査

◇
学
校
法
人
分
科
会
で
審
査
を
実
施
。

◇
必
要
に
応
じ
，
大
幅
な
定
員
未
充
足
が
生
じ
た
場
合
の
財
務
計
画
や
教
育
研
究

へ
の
影
響
，
対
応
方
針
・
方
策
（
い
わ
ゆ
る
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
）
に
つ
い
て
書
面
に
よ

り
確
認
。

1
4
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1
5

①
調

査
の

趣
旨

・
認

可
時

の
留

意
事

項
が

確
実

に
履

行
さ

れ
て

い
る

か
を

確
認

し
，

併
せ

て
学

校
法

人
の

経
営

の
実

態
及

び
施

設
・

設
備

等
の

整
備

の
進

捗
状

況
を

把
握

。
・

学
校

法
人

の
健

全
な

経
営

の
確

保
の

た
め

の
指

導
・

助
言

。

②
調

査
対

象
法

人
原

則
と

し
て

，
設

置
後

完
成

年
次

に
達

す
る

ま
で

の
間

の
学

校
法

人
。

③
調

査
方

法
・

書
類

調
査

，
実

地
調

査
の

い
ず

れ
か

の
方

法
で

原
則

と
し

て
毎

年
度

１
回

実
施

。
・

実
地

調
査

は
，

法
人

新
設

，
大

学
・

短
期

大
学

新
設

等
の

場
合

に
，

設
置

学
部

等
が

完
成

年
次

に
達

す
る

年
度

に
実

施
。

（
必

要
が

あ
る

場
合

は
そ

の
都

度
実

施
。

）

④
調

査
内

容
留

意
事

項
の

履
行

状
況

，
施

設
・

設
備

の
整

備
状

況
，

役
員

の
就

任
状

況
，

事
務

組
織

の
整

備
状

況
，

入
学

者
の

状
況

，
資

産
及

び
収

支
の

状
況

な
ど

⑤
調

査
結

果
の

報
告

等
調

査
の

結
果

，
学

校
法

人
に

対
し

指
導

，
助

言
す

べ
き

事
項

が
あ

る
場

合
は

，
学

校
法

人
分

科
会

の
議

を
経

て
，

学
校

法
人

に
通

知
し

，
調

査
結

果
を

公
表

。
※

２
６

年
度

調
査

か
ら

従
来

の
留

意
事

項
・

そ
の

他
意

見
を

①
是

正
意

見
，

②
改

善
意

見
，

③
そ

の
他

意
見

の
３

区
分

に
再

編
。

①
調

査
の

趣
旨

・
認

可
時

の
留

意
事

項
が

確
実

に
履

行
さ

れ
て

い
る

か
を

確
認

し
，

併
せ

て
学

校
法

人
の

経
営

の
実

態
及

び
施

設
・

設
備

等
の

整
備

の
進

捗
状

況
を

把
握

。
・

学
校

法
人

の
健

全
な

経
営

の
確

保
の

た
め

の
指

導
・

助
言

。

②
調

査
対

象
法

人
原

則
と

し
て

，
設

置
後

完
成

年
次

に
達

す
る

ま
で

の
間

の
学

校
法

人
。

③
調

査
方

法
・

書
類

調
査

，
実

地
調

査
の

い
ず

れ
か

の
方

法
で

原
則

と
し

て
毎

年
度

１
回

実
施

。
・

実
地

調
査

は
，

法
人

新
設

，
大

学
・

短
期

大
学

新
設

等
の

場
合

に
，

設
置

学
部

等
が

完
成

年
次

に
達

す
る

年
度

に
実

施
。

（
必

要
が

あ
る

場
合

は
そ

の
都

度
実

施
。

）

④
調

査
内

容
留

意
事

項
の

履
行

状
況

，
施

設
・

設
備

の
整

備
状

況
，

役
員

の
就

任
状

況
，

事
務

組
織

の
整

備
状

況
，

入
学

者
の

状
況

，
資

産
及

び
収

支
の

状
況

な
ど

⑤
調

査
結

果
の

報
告

等
調

査
の

結
果

，
学

校
法

人
に

対
し

指
導

，
助

言
す

べ
き

事
項

が
あ

る
場

合
は

，
学

校
法

人
分

科
会

の
議

を
経

て
，

学
校

法
人

に
通

知
し

，
調

査
結

果
を

公
表

。
※

２
６

年
度

調
査

か
ら

従
来

の
留

意
事

項
・

そ
の

他
意

見
を

①
是

正
意

見
，

②
改

善
意

見
，

③
そ

の
他

意
見

の
３

区
分

に
再

編
。

４
．

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

後
の

財
政

状
況

，
施

設
等

整
備

状
況

調
査

（
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
）
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1
6

以
下

の
申

請
は

，
都

道
府

県
知

事
を

経
由

し
て

行
う

こ
と

が
必

要
。

（
私

立
学

校
法

施
行

令
第

２
条

）

①
大

臣
所

轄
法

人
が

知
事

所
轄

学
校

を
設

置
す

る
場

合
の

寄
附

行
為

変
更

の
認

可
申

請

②
知

事
所

轄
法

人
が

大
学

等
を

設
置

す
る

場
合

の
寄

附
行

為
変

更
（

組
織

変
更

）
の

認
可

申
請

③
合

併
の

当
事

者
が

知
事

所
轄

法
人

で
，

合
併

後
の

法
人

が
大

臣
所

轄
と

な
る

場
合

の
合

併
認

可
申

請

（
１

）
都

道
府

県
知

事
を

経
由

し
た

申
請

（
２

）
申

請
書

類
の

公
開

◇
学

生
等

の
消

費
者

保
護

を
図

る
と

と
も

に
，

よ
り

透
明

な
設

置
認

可
行

政
を

実
現

す
る

な
ど

の
観

点
か

ら
，

平
成

２
３

年
度

開
設

分
か

ら
，

大
学

等
の

設
置

に
係

る
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
書

類
に

つ
い

て
，

文
部

科
学

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

（
大

学
等

の
設

置
認

可
申

請
書

類
は

，
平

成
２

２
年

度
開

設
分

か
ら

掲
載

。
）

◇
こ

れ
に

よ
り

，
申

請
書

類
の

虚
偽

記
載

な
ど

の
不

正
を

抑
制

す
る

効
果

を
併

せ
て

期
待

。

◇
学

校
法

人
自

ら
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
等

に
よ

り
積

極
的

な
情

報
公

開
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

※
文

部
科

学
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

書
類

は
，

次
項

の
と

お
り

。
な

お
，

様
式

名
称

・
番

号
等

に
つ

い
て

は

現
行

告
示

に
お

け
る

名
称

等
に

よ
る

。

５
．

そ
の

他
手

続
き

等
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1
7

以
下

の
書

類
に

つ
い

て
，

「
個

人
に

関
す

る
情

報
や

学
校

法
人

の
権

利
，

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

」
，

「
大

学
設

置
等

の
認

可
申

請
書

の
う

ち
既

に
公

開
し

て
い

る
情

報
」

を
除

き
掲

載
。

①
寄

附
行

為
（

寄
附

行
為

変
更

の
場

合
，

新
旧

対
照

表
を

含
む

）

②
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
並

び
に

そ
の

支
払

い
計

画
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

１
）

③
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
の

財
源

の
調

達
方

法
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

４
）

④
財

産
目

録
総

括
表

（
様

式
第

６
号

そ
の

２
）

（
小

科
目

及
び

負
債

率
を

除
く

）

⑤
貸

借
対

照
表

（
学

校
法

人
会

計
基

準
に

規
定

す
る

小
科

目
及

び
注

記
を

除
く

）

⑥
事

業
計

画
（

様
式

第
７

号
そ

の
１

）
（

施
設

又
は

設
備

の
整

備
計

画
の

う
ち

事
業

費
及

び
財

源
を

除
く

）

⑦
資

金
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
１

）
（

新
設

校
分

）

⑧
事

業
活

動
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
２

）
（

新
設

校
分

）

以
下

の
書

類
に

つ
い

て
，

「
個

人
に

関
す

る
情

報
や

学
校

法
人

の
権

利
，

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

」
，

「
大

学
設

置
等

の
認

可
申

請
書

の
う

ち
既

に
公

開
し

て
い

る
情

報
」

を
除

き
掲

載
。

①
寄

附
行

為
（

寄
附

行
為

変
更

の
場

合
，

新
旧

対
照

表
を

含
む

）

②
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
並

び
に

そ
の

支
払

い
計

画
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

１
）

③
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
の

財
源

の
調

達
方

法
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

４
）

④
財

産
目

録
総

括
表

（
様

式
第

６
号

そ
の

２
）

（
小

科
目

及
び

負
債

率
を

除
く

）

⑤
貸

借
対

照
表

（
学

校
法

人
会

計
基

準
に

規
定

す
る

小
科

目
及

び
注

記
を

除
く

）

⑥
事

業
計

画
（

様
式

第
７

号
そ

の
１

）
（

施
設

又
は

設
備

の
整

備
計

画
の

う
ち

事
業

費
及

び
財

源
を

除
く

）

⑦
資

金
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
１

）
（

新
設

校
分

）

⑧
事

業
活

動
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
２

）
（

新
設

校
分

）

＜
文

部
科

学
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

書
類

＞
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評
議

員
会

，
理

事
会

で
寄

附
行

為
変

更
の

議
決

（
※

）

文
部

科
学

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

（
学

部
等

の
設

置
の

み
）

（
３

）
寄

附
行

為
変

更
の

届
出

手
続

き
等

1
8

私
立

大
学

の
学

部
等

の
届

出
設

置
（

授
与

す
る

学
位

の
種

類
及

び
分

野
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
）

等
に

係
る

寄
附

行
為

変
更

の
届

出
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

流
れ

を
参

照
。

私
立

大
学

の
学

部
等

の
届

出
設

置
（

授
与

す
る

学
位

の
種

類
及

び
分

野
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
）

等
に

係
る

寄
附

行
為

変
更

の
届

出
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

流
れ

を
参

照
。

○
私

立
大

学
の

学
部

等
の

設
置

（
授

与
す

る
学

位
の

種
類

及
び

分
野

の
変

更
を

伴
わ

な
い

も
の

）
及

び
廃

止

○
設

置
廃

止
を

伴
わ

な
い

大
学

等
の

名
称

変
更

学
則

変
更

に
必

要
な

手
続

・
議

決

評
議

員
会

，
理

事
会

で
寄

附
行

為
変

更
の

議
決

（
※

）

○
事

務
所

の
所

在
地

の
変

更

○
公

示
の

方
法

の
変

更

学
部

等
設

置
届

出
書

（
設

置
の

場
合

）
，

学
則

変
更

届
出

書
（

廃
止

，
名

称
変

更
の

場
合

）
を

提
出

寄
附

行
為

変
更

届
出

書
の

提
出

（
登

記
後

，
登

記
事

項
変

更
登

記
完

了
届

を
提

出
）

（
※

）
は

，
ど

ち
ら

か
１

度
で

可
。
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1
9

①
申

請
書

類
の

一
部

変
更

手
続

き
等

（
申

請
か

ら
認

可
ま

で
の

間
の

手
続

き
）

②
設

置
計

画
の

変
更

協
議

手
続

き
等

（
認

可
後

，
完

成
年

度
ま

で
の

間
の

手
続

き
）

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

書
類

に
つ

い
て

，
申

請
か

ら
認

可
ま

で
の

間
に

外
的

要
因

等
に

よ
り

や
む

を
得

ず
申

請
書

類
の

内
容

等
の

修
正

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
，

申
請

書
類

の
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
。

＜
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
と

な
る

例
＞

○
大

学
設

置
分

科
会

の
意

見
へ

の
対

応
（

施
設

設
備

の
充

実
等

）
に

よ
り

，
設

置
経

費
が

変
更

と
な

る
例

○
工

事
等

の
契

約
を

締
結

し
た

こ
と

に
よ

り
，

設
置

経
費

が
変

更
と

な
る

例
な

ど

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

書
類

に
つ

い
て

，
申

請
か

ら
認

可
ま

で
の

間
に

外
的

要
因

等
に

よ
り

や
む

を
得

ず
申

請
書

類
の

内
容

等
の

修
正

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
，

申
請

書
類

の
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
。

＜
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
と

な
る

例
＞

○
大

学
設

置
分

科
会

の
意

見
へ

の
対

応
（

施
設

設
備

の
充

実
等

）
に

よ
り

，
設

置
経

費
が

変
更

と
な

る
例

○
工

事
等

の
契

約
を

締
結

し
た

こ
と

に
よ

り
，

設
置

経
費

が
変

更
と

な
る

例
な

ど

◇
認

可
後

，
完

成
年

度
ま

で
の

間
に

，
認

可
時

の
設

置
計

画
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
，

構
想

段
階

で
，

あ
ら

か
じ

め
私

学
行

政
課

法
人

係
に

相
談

す
る

こ
と

が
必

要
。

◇
事

前
協

議
な

く
設

置
計

画
を

変
更

し
た

場
合

に
は

，
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
に

お
い

て
対

応
を

審
議

。
（

内
容

に
よ

っ
て

は
「

不
認

可
期

間
の

決
定

」
に

つ
な

が
る

場
合

も
あ

る
の

で
留

意
が

必
要

。
）

＜
設

置
計

画
の

変
更

協
議

が
可

能
と

な
る

例
＞

○
認

可
時

の
設

置
計

画
を

確
実

に
履

行
し

た
う

え
で

，
さ

ら
に

施
設

等
の

充
実

を
は

か
る

も
の

。
○

新
た

な
学

部
等

の
設

置
認

可
申

請
に

よ
り

，
設

置
計

画
を

変
更

せ
ざ

る
を

得
な

い
も

の
。

○
道

路
等

の
付

け
替

え
等

◇
認

可
後

，
完

成
年

度
ま

で
の

間
に

，
認

可
時

の
設

置
計

画
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
，

構
想

段
階

で
，

あ
ら

か
じ

め
私

学
行

政
課

法
人

係
に

相
談

す
る

こ
と

が
必

要
。

◇
事

前
協

議
な

く
設

置
計

画
を

変
更

し
た

場
合

に
は

，
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
に

お
い

て
対

応
を

審
議

。
（

内
容

に
よ

っ
て

は
「

不
認

可
期

間
の

決
定

」
に

つ
な

が
る

場
合

も
あ

る
の

で
留

意
が

必
要

。
）

＜
設

置
計

画
の

変
更

協
議

が
可

能
と

な
る

例
＞

○
認

可
時

の
設

置
計

画
を

確
実

に
履

行
し

た
う

え
で

，
さ

ら
に

施
設

等
の

充
実

を
は

か
る

も
の

。
○

新
た

な
学

部
等

の
設

置
認

可
申

請
に

よ
り

，
設

置
計

画
を

変
更

せ
ざ

る
を

得
な

い
も

の
。

○
道

路
等

の
付

け
替

え
等

申
請

書
類

の
一

部
変

更
や

認
可

後
の

設
置

計
画

変
更

に
つ

い
て

は
，

外
的

要
因

等
の

や
む

を
得

な
い

場
合

に
の

み
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

十
分

理
解

の
う

え
，

申
請

書
類

，
設

置
計

画
に

つ
い

て
は

精
緻

に
作

成
し

提
出

す
る

こ
と

。

申
請

書
類

の
一

部
変

更
や

認
可

後
の

設
置

計
画

変
更

に
つ

い
て

は
，

外
的

要
因

等
の

や
む

を
得

な
い

場
合

に
の

み
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

十
分

理
解

の
う

え
，

申
請

書
類

，
設

置
計

画
に

つ
い

て
は

精
緻

に
作

成
し

提
出

す
る

こ
と

。

（
４

）
設

置
計

画
等

の
変

更
に

つ
い

て
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2
0

６
．

申
請

書
類

作
成

上
の

留
意

点
等

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
長

コ
メ

ン
ト

（
H
1
9
.1

1
.2

7
）

（
抜

粋
）

】

◇
平

成
2
0
年

度
開

設
予

定
の

申
請

案
件

は
，

総
じ

て
準

備
不

足
の

傾
向

が
顕

著
。

◇
大

学
設

置
に

関
す

る
基

本
的

理
解

を
欠

い
て

い
る

と
の

懸
念

が
も

た
れ

る
内

容
の

も
の

も
散

見
。

◇
各

申
請

者
は

じ
め

大
学

の
設

置
・

運
営

に
関

わ
る

全
て

の
方

に
対

し
，

あ
ら

た
め

て
大

学
を

設
置

す
る

責
任

の
重

み
を

十
分

に
自

覚
し

て
い

た
だ

く
よ

う
強

く
お

願
い

し
た

い
。

◇
積

極
的

に
教

育
情

報
・

財
務

情
報

を
公

開
し

，
社

会
に

対
す

る
説

明
責

任
を

果
た

す
よ

う
期

待
。

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
長

コ
メ

ン
ト

（
H
1
9
.1

1
.2

7
）

（
抜

粋
）

】

◇
平

成
2
0
年

度
開

設
予

定
の

申
請

案
件

は
，

総
じ

て
準

備
不

足
の

傾
向

が
顕

著
。

◇
大

学
設

置
に

関
す

る
基

本
的

理
解

を
欠

い
て

い
る

と
の

懸
念

が
も

た
れ

る
内

容
の

も
の

も
散

見
。

◇
各

申
請

者
は

じ
め

大
学

の
設

置
・

運
営

に
関

わ
る

全
て

の
方

に
対

し
，

あ
ら

た
め

て
大

学
を

設
置

す
る

責
任

の
重

み
を

十
分

に
自

覚
し

て
い

た
だ

く
よ

う
強

く
お

願
い

し
た

い
。

◇
積

極
的

に
教

育
情

報
・

財
務

情
報

を
公

開
し

，
社

会
に

対
す

る
説

明
責

任
を

果
た

す
よ

う
期

待
。

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
学

校
法

人
分

科
会

長
コ

メ
ン

ト
（

H
2
0
.2

.2
7
）

（
抜

粋
）

】

◇
近

年
，

新
設

早
々

学
生

確
保

に
苦

し
む

経
営

見
通

し
の

甘
い

大
学

，
校

舎
の

全
部

借
用

の
結

果
借

料
が

経
営

を
大

き
く

圧
迫

す
る

株
式

会
社

立
大

学
の

例
が

多
く

散
見

。
◇

昨
今

，
認

可
申

請
書

の
不

実
記

載
な

ど
の

不
正

申
請

，
文

部
科

学
大

臣
勧

告
を

受
け

た
株

式
会

社
立

大
学

の
例

な
ど

，
一

部
と

は
い

え
私

立
大

学
に

対
す

る
社

会
の

信
頼

を
失

い
か

ね
な

い
事

案
が

続
き

，
極

め
て

遺
憾

。
◇

設
置

認
可

に
際

し
，

「
数

値
基

準
さ

れ
ク

リ
ア

す
れ

ば
」

と
い

っ
た

低
い

意
識

の
申

請
者

が
増

加
。

◇
我

が
国

の
私

立
大

学
制

度
に

関
す

る
各

設
置

者
の

強
い

自
覚

，
自

省
を

切
に

求
め

た
い

。
ま

た
，

各
種

大
学

関
係

団
体

に
も

，
会

員
大

学
に

対
す

る
適

切
な

対
応

を
期

待
。

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
学

校
法

人
分

科
会

長
コ

メ
ン

ト
（

H
2
0
.2

.2
7
）

（
抜

粋
）

】

◇
近

年
，

新
設

早
々

学
生

確
保

に
苦

し
む

経
営

見
通

し
の

甘
い

大
学

，
校

舎
の

全
部

借
用

の
結

果
借

料
が

経
営

を
大

き
く

圧
迫

す
る

株
式

会
社

立
大

学
の

例
が

多
く

散
見

。
◇

昨
今

，
認

可
申

請
書

の
不

実
記

載
な

ど
の

不
正

申
請

，
文

部
科

学
大

臣
勧

告
を

受
け

た
株

式
会

社
立

大
学

の
例

な
ど

，
一

部
と

は
い

え
私

立
大

学
に

対
す

る
社

会
の

信
頼

を
失

い
か

ね
な

い
事

案
が

続
き

，
極

め
て

遺
憾

。
◇

設
置

認
可

に
際

し
，

「
数

値
基

準
さ

れ
ク

リ
ア

す
れ

ば
」

と
い

っ
た

低
い

意
識

の
申

請
者

が
増

加
。

◇
我

が
国

の
私

立
大

学
制

度
に

関
す

る
各

設
置

者
の

強
い

自
覚

，
自

省
を

切
に

求
め

た
い

。
ま

た
，

各
種

大
学

関
係

団
体

に
も

，
会

員
大

学
に

対
す

る
適

切
な

対
応

を
期

待
。

設
置

認
可

等
の

申
請

に
つ

い
て

は
，

以
下

の
審

議
会

長
等

の
コ

メ
ン

ト
を

十
分

理
解

の
上

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

近
年

，
準

備
不

足
と

考
え

ら
れ

る
申

請
や

，
意

識
の

低
い

申
請

者
の

増
加

な
ど

が
散

見
。

そ
の

結
果

，
申

請
中

及
び

認
可

後
の

計
画

変
更

が
多

発
し

て
い

る
。

設
置

認
可

等
の

申
請

に
つ

い
て

は
，

以
下

の
審

議
会

長
等

の
コ

メ
ン

ト
を

十
分

理
解

の
上

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。
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2
1

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

及
び

学
部

等
の

設
置

に
係

る
届

出
に

お
い

て
，

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

か
ら

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
は

，
当

該
不

正
行

為
が

判
明

し
た

日
か

ら
②

相
当

と
認

め
ら

れ

る
期

間
認

可
し

な
い

。

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

及
び

学
部

等
の

設
置

に
係

る
届

出
に

お
い

て
，

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

か
ら

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
は

，
当

該
不

正
行

為
が

判
明

し
た

日
か

ら
②

相
当

と
認

め
ら

れ

る
期

間
認

可
し

な
い

。

○
不

認
可

期
間

の
決

定
に

つ
い

て

過
去

の
認

可
申

請
（

認
可

，
不

認
可

，
取

り
下

げ
の

別
は

問
わ

な
い

）
又

は
学

部
等

の
設

置
に

係
る

届
出

に

お
け

る
虚

偽
の

記
載

や
不

正
な

働
き

か
け

。
以

下
，

典
型

的
な

類
型

ⅰ
)文

部
科

学
省

へ
の

提
出

書
類

の
虚

偽
記

載
又

は
重

要
な

事
実

の
記

載
の

欠
如

ⅱ
)面

接
審

査
・

実
地

調
査

時
に

お
け

る
不

正
の

行
為

ⅲ
）

そ
の

他

※
認

可
後

に
事

前
協

議
を

経
ず

に
認

可
さ

れ
た

設
置

計
画

を
変

更
し

た
場

合
も

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
。

過
去

の
認

可
申

請
（

認
可

，
不

認
可

，
取

り
下

げ
の

別
は

問
わ

な
い

）
又

は
学

部
等

の
設

置
に

係
る

届
出

に

お
け

る
虚

偽
の

記
載

や
不

正
な

働
き

か
け

。
以

下
，

典
型

的
な

類
型

ⅰ
)文

部
科

学
省

へ
の

提
出

書
類

の
虚

偽
記

載
又

は
重

要
な

事
実

の
記

載
の

欠
如

ⅱ
)面

接
審

査
・

実
地

調
査

時
に

お
け

る
不

正
の

行
為

ⅲ
）

そ
の

他

※
認

可
後

に
事

前
協

議
を

経
ず

に
認

可
さ

れ
た

設
置

計
画

を
変

更
し

た
場

合
も

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
。

「
重

大
な

も
の

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

４
～

５
年

）

・
認

可
処

分
に

重
大

な
違

法
性

が
あ

る
も

の
，

不
正

行
為

が
是

正
さ

れ
な

い
も

の
，

組
織

的
・

意
図

的
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

「
そ

の
他

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

２
～

３
年

※
軽

微
な

も
の

は
２

年
未

満
）

※
不

正
行

為
を

行
っ

た
時

点
か

ら
1
0
年

以
上

が
経

過
し

て
い

る
場

合
，

自
主

的
に

不
正

を
報

告
，

公
表

し
改

善
努

力
を

行
っ

て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
，

学
生

等
の

被
害

が
生

じ
て

い
な

い
場

合
は

２
年

未
満

と
す

る
。

「
重

大
な

も
の

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

４
～

５
年

）

・
認

可
処

分
に

重
大

な
違

法
性

が
あ

る
も

の
，

不
正

行
為

が
是

正
さ

れ
な

い
も

の
，

組
織

的
・

意
図

的
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

「
そ

の
他

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

２
～

３
年

※
軽

微
な

も
の

は
２

年
未

満
）

※
不

正
行

為
を

行
っ

た
時

点
か

ら
1
0
年

以
上

が
経

過
し

て
い

る
場

合
，

自
主

的
に

不
正

を
報

告
，

公
表

し
改

善
努

力
を

行
っ

て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
，

学
生

等
の

被
害

が
生

じ
て

い
な

い
場

合
は

２
年

未
満

と
す

る
。

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

②
相

当
と

認
め

ら
れ

る
期

間
②

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
間
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＜
参

考
資

料
１

＞
文

部
科

学
大

臣
所

轄
の

学
校

法
人

数
等

の
推

移

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

法
人

数
6
6
3

6
6
0

6
6
5

6
6
9

6
7
1

6
7
2

6
6
8

6
6
9

6
7
3

6
7
1

6
6
7

6
6
8

6
6
4

6
6
4

新
設

法
人

に
よ

る
増

3
1

3
0

3
1

1
0

3
0

1
0

1
1

知
事

所
轄

か
ら

の
移

行
に

よ
る

増
5

1
4

6
2

7
0

5
5

1
1

2
0

2

知
事

所
轄

へ
の

移
行

に
よ

る
減

△
 2

△
 2

△
 2

△
 1

△
 2

△
 3

△
 2

△
 3

△
 3

△
 2

△
 2

0
△

 3
△

 3

合
併

に
よ

る
減

△
 1

0
0

0
△

 1
△

 3
0

△
 1

0
0

△
 1

△
 1

△
 1

0

解
散

に
よ

る
減

0
△

 3
0

△
 1

0
△

 1
△

 3
0

△
 1

△
 1

△
 3

0
△

 1
0

5
△

 3
5

4
2

1
△

 4
1

4
△

 2
△

 4
1

△
 4

0

年
　

度

増
減

法
人

数
合

計

増 加 減 少

文
部

科
学

大
臣

所
轄

学
校

法
人

の
設

立
等

認
可

件
数

等
の

推
移

22

6
5
8

6
6
3

6
6
0

6
6
5

6
6
9

6
7
1

6
7
2

6
6
8

6
6
9

6
7
3

6
7
1

6
6
7

6
6
8

6
6
4

6
6
4

6
5
0

6
6
0

6
7
0

6
8
0

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

学 校 法 人 数

開
設
年
度

文
部
科
学
大
臣
所
轄
の
学
校
法
人
数
の
推
移
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大
学

等
の

設
置

に
係

る
寄

附
行

為
（

変
更

）
の

申
請

，
認

可
件

数
の

推
移

（
件

数
）

（
開

設
年

度
）

23

薬
学

部
・

学
科

の
申

請
が

集
中

法
科

大
学

院
の

申
請

が
集

中

＜
参

考
資

料
２

＞
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Ⅸ 大学入学者選抜における注意事項 

について 
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大
学
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
注
意
事
項
に
つ
い
て

平
成
２
９
年
１
２
月

大
学
設
置
等
に
関
す
る
事
務
担
当
者
説
明
会

-122-



１
．
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

2
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平
成
31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
H3
1.
1実

施
）
の
利
用
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
①

大
学
が
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
す
る
場
合
、
「
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
実
施
大
綱
」
に
基

づ
き
、
期
限
ま
で
に
必
ず
文
部
科
学
省
及
び
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
へ
の
通
知
が
必
要
。

○
大
学
の
手
続
き
漏
れ
や
不
備
な
ど
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
増
加
。

手
続
上
の
漏
れ
や
不
備
な
ど
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
試
験
が
利
用
で
き
な
く
な
る
と
、
受
験
生
へ
の
影

響
だ
け
で
な
く
、
大
学
で
の
募
集
に
も
影
響
が
及
ぶ
た
め
、
十
分
な
注
意
が
必
要
で
す
。

少
し
で
も
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
随
時
、
文
部
科
学
省
大
学
入
試
室
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

3
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①
平
成
２
９
年
４
月
ま
で
に
開
設
し
て
い
る
学
部
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（H

31
年

1月
実
施
）か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合

②
平
成
３
０
年
４
月
に
名
称
変
更
を
行
う
学
部
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）
か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合

③
平
成
３
０
年
４
月
に
新
設
す
る
学
部
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（H

3１
年

1月
実
施
）
か
ら
利
用
す
る
場
合

※
上
記
①
～
③
に
関
し
、
当
該
学
部
に
属
す
る
一
部
の
学
科
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）

か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合
を
含
む
。

平
成
31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
H3
1.
1実

施
）
の
利
用
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
②

別
紙
様
式
に
よ
り
、
平
成
3
0
年
５
月
3
1
日
ま
で
に
文
部
科
学
省
と
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
へ
通
知
す
る
こ
と
が
必
要
。

※
定
め
ら
れ
た
手
続
が
行
わ
れ
な
い
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

（
１
）
平
成
３
０
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（H

30
年

1月
実
施
）を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
大
学
の
場
合

（
２
）
平
成
３
０
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（H

30
年

1月
実
施
）を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
大
学
の
場
合

１
平
成
２
９
年
４
月
ま
で
に
開
設
し
て
い
る
大
学
や
学
部
又
は
平
成
３
０
年
４
月
に
新
設
す
る
大
学
や
学
部
の
場
合

※
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
通
知
が
必
要
。

※
大
学
・
・
大
学
、
短
期
大
学
。

※
学
部
・
・
大
学
の
場
合
は
学
部
、
短
期
大
学
の
場
合
は
学
科
の
こ
と
を
指
す
。

※
学
科
・
・
大
学
の
場
合
は
学
科
、
短
期
大
学
の
場
合
は
専
攻
課
程
の
こ
と
を
指
す
。

4
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２
平
成
３
１
年
４
月
に
新
設
す
る
大
学
又
は
学
部
の
場
合

※
下
記
の
（
１
）
～
（
３
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
【
要
件
】
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
す
べ
て
を
満
た
す
（
「
設
置
認
可
申
請
」
の

場
合
は
（
ウ
）
を
除
く
。
）
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

※
下
記
の
（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
し
な
い
場
合
、
平
成
３
１
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）
を
利
用
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
最
短
で
も
平
成
３
２
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
2年

1月
実
施
）
か
ら
の
利
用
と
な
る
。

（
１
）
平
成
３
０
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
0年

1月
実
施
）
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
大
学
が
、
平
成
３
１
年
４
月
に
新
設
す
る

学
部
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）
か
ら
利
用
す
る
場
合

※
当
該
学
部
に
属
す
る
一
部
の
学
科
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
Ｈ

31
年

1月
実
施
）
か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合
を
含
む
。

（
２
）
平
成
３
０
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
0年

1月
実
施
）
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
大
学
を
廃
止
し
、
平
成
３
１
年
４
月
に
大

学
を
新
設
す
る
場
合
で
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）
か
ら
利
用
す
る
場
合

（
３
）
平
成
３
０
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
0年

1月
実
施
）
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
大
学
が
、
平
成
３
１
年
４
月
に
他
大
学
と

統
合
す
る
場
合
で
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）
か
ら
利
用
す
る
場
合

平
成
31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
H3
1.
1実

施
）
の
利
用
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
③

平
成
3
1
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
H
3
1
年
1
月
実
施
）
を
利
用
す
る
場
合
は
、
「
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
実
施
大
綱
」
に

定
め
る
、
以
下
の
（
ア
）
～
（
エ
）
を
す
べ
て
満
た
す
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
と
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
へ
任
意
様
式
に
よ
る
報
告
及

び
別
紙
様
式
に
よ
る
通
知
を
す
る
こ
と
が
必
要
。

（
ア
）
：
平
成

30
年

7月
31
日
ま
で
に
、
「設
置
の
手
引
き
」に
よ
り

PR
活
動
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

PR
の
内
容
に
は
、
「
セ
ン
タ
ー
試
験
の

利
用
方
法
」
及
び
「
審
査
継
続
に
よ
る
保
留
等
で
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
対
応
」
も
含
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（
イ
）
：
所
属
す
る
地
域
の
連
絡
会
議
に
対
し
、
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
予
定
で
あ
る
旨
を
報
告
し
て
い
る
こ
と
。

（
ウ
）
：
平
成

31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
出
願
期
間
初
日
の
前
々
日
ま
で
に
、
設
置
届
出
を
行
っ
た
日
か
ら

60
日
が
経
過
し
て
い
る
こ

と
。
（
設
置
認
可
申
請
の
場
合
は
、
本
要
件
は
該
当
し
な
い
）

（
エ
）
：
平
成

31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
出
願
期
間
初
日
の
前
々
日
ま
で
に
、
文
部
科
学
省
及
び
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
に
、
（
ア
）
～
（
ウ
）

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
任
意
様
式
に
よ
り
報
告
し
て
い
る
こ
と
。
（
報
告
後
、
別
途
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
に
係
る
別
紙
様
式
を
文
部
科
学

省
及
び
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
へ
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
注
意
。
）

※
定
め
ら
れ
た
手
続
が
行
わ
れ
な
い
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

※
学
部
・
・
大
学
の
場
合
は
学
部
、
短
期
大
学
の
場
合
は
学
科
の
こ
と
を
指
す
。

※
学
科
・
・
大
学
の
場
合
は
学
科
、
短
期
大
学
の
場
合
は
専
攻
課
程
の
こ
と
を
指
す
。

5
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手
続
の
フ
ロ
ー
イ
メ
ー
ジ

※
学
部
・
・
大
学
の
場
合
は
学
部
、
短
期
大
学
の
場
合
は
学
科
の
こ
と
を
指
す
。

平
成
31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
H3
1.
1実

施
）
の
利
用
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
④

平
成

31
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
（

H3
1年

1月
実
施
）
か
ら
利
用
す
る
場
合
の
要
件
は
、

（
ア
）
：
平
成

30
年

7月
31
日
ま
で
に
、
「
設
置
の
手
引
き
」
に
よ
り

PR
活
動
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

PR
の
内
容
に
は
、
「
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
方
法
」
及
び
「
審
査
継
続
に
よ
る
保

留
等
で
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
対
応
」も
含
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（
イ
）
：
所
属
す
る
地
域
の
連
絡
会
議
に
対
し
、
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
予
定
で
あ
る
旨
を
報
告
し
て
い
る
こ
と
。

（
ウ
）
：
平
成

31
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
の
出
願
期
間
初
日
の
前
々
日
ま
で
に
、
設
置
届
出
を
行
っ
た
日
か
ら

60
日
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
。
（
設
置
認
可
申
請
の
場
合
は
、
本
要
件
は
該
当
し

な
い
）

（
エ
）
：
平
成

31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
出
願
期
間
初
日
の
前
々
日
ま
で
に
、
文
部
科
学
省
及
び
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
に
、
（
ア
）
～
（
ウ
）
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
任
意
様
式
に

よ
り
報
告
し
て
い
る
こ
と
。
（
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
に
係
る
別
紙
様
式
を
文
部
科
学
省
及
び
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
へ
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
注
意
。
）

セ
ン
タ
ー
試
験
の
出
願
期

間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に

文
部
科
学
省
及
び
大
学
入

試
セ
ン
タ
ー
へ
通
知

下
記
に
記
載
の
要
件

（
ア
）
～
（
エ
）
を
全
て

満
た
す
場
合

※
認
可
申
請
の
場
合
、

（
ウ
）
は
不
要

満
た
さ
な
い

満
た
す

※
こ
の
フ
ロ
ー
イ
メ
ー
ジ
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
利
用
手
続
き
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
作
成
し
た
も
の
で
す
。

確
認
す
る
際
は
、
必
ず
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
実
施
大
綱
を
見
な
が
ら
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

２
平
成
３
１
年
４
月

に
新
設
す
る
大

学
又
は
学
部
の

場
合

平
成

30
年
５
月

31
日
ま
で
に
、
別
紙
様
式
に
よ
り
文

部
科
学
省
及
び
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
へ
通
知
。

１
（
１
）
平
成
３
０
年

度
大
学
入
試

セ
ン
タ
ー
試

験
を
利
用
す

る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
大
学

の
場
合

（
１
）
平
成
３
０
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
大
学
が
、
平
成
３
１
年
４
月
に
新
設
す
る
学
部

に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
利
用
す
る

場
合

※
当
該
学
部
に
属
す
る
一
部
の
学
科
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年
度

セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合
を
含
む
。

（
２
）
平
成
３
０
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
大
学
を
廃
止
し
、
平
成
３
１
年
４
月
に
大
学
を
新
設
す

る
場
合
で
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
利
用
す
る

場
合

（
３
）
平
成
３
０
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
大
学
が
、
平
成
３
１
年
４
月
に
他
大
学
と
統
合
す
る
場

合
で
、
平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
利
用
す
る
場
合

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
を
利
用
し
て
い
な
い
場
合

１
（
２
）
平
成
３
０
年

度
大
学
入
試

セ
ン
タ
ー
試

験
を
利
用
す

る
こ
と
と
な
っ

て
い
な
い
大

学
の
場
合

①
平
成
２
９
年
４
月
ま
で
に
開
設
し
て
い
る
学
部
に
つ
い
て
、
平

成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合

②
平
成
３
０
年
４
月
に
名
称
変
更
を
行
う
学
部
に
つ
い
て
、
平

成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合

③
平
成
３
０
年
４
月
に
新
設
す
る
学
部
に
つ
い
て
、
平
成
３
１
年

度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
利
用
す
る
場
合

※
上
記
に
つ
い
て
、
当
該
学
部
に
属
す
る
一
部
の
学
科
に
つ
い
て
、

平
成
３
１
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
新
た
に
利
用
す
る
場
合
を
含
む
。

満
た
さ
な
い

満
た
す

×○

満
た
さ
な
い

満
た
す

×○ ××

6
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２
．
大
学
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
出
題
・
合
否
判
定

ミ
ス
等
の
防
止
に
つ
い
て

7
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＜
事
例
＞

試
験
時
間
中
に
出
題
ミ
ス
が
発
覚
し
た
。
早
急
に
問
題
訂
正
を
行
う
こ
と
に
し
た
が
、
訂
正
内
容
が
複
数
会

場
の
う
ち
の
一
部
に
し
か
伝
達
で
き
な
か
っ
た
。

本
事
例
は
、
試
験
実
施
本
部
か
ら
試
験
室
へ
の
伝
達
に
想
定
以
上
の
時
間
が
か
か
っ
た

緊
急
時
対
応
に
つ
い
て
の
事
前
の
想
定
の
不
十
分
さ
が
原
因
。

「
試
験
実
施
本
部
か
ら
の
伝
達
に
か
か
る
所
要
時
間
」
、

「
緊
急
時
に
必
要
な
体
制
の
検
討
」

な
ど
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
充
分
な
想
定
が
必
要
。

教
員
、
事
務
職
員
等
関
係
者
が
一
体
と
な
り
、
緊
急
時
の
対
応
に
お
け
る
迅
速
性
及
び
公
平
性
の

確
保
を
含
め
た
円
滑
な
試
験
実
施
・
伝
達
体
制
の
確
立
に
努
め
る
こ
と
。

入
試
ミ
ス
に
つ
い
て
事
例
①

8
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＜
事
例
＞

１
．
「
ｈ
２
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
「
ｈ
」と
誤
記
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
数
式
・
記
号
の
誤
り
。

２
．
「
池
田
勇
人
」
を
「
池
田
隼
人
」
と
誤
記
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
漢
字
の
誤
り
。

３
．
漢
字
の
読
み
を
問
う
問
題
で
「
雑
言
」
に
つ
い
て
「
ぞ
う
げ
ん
」
と
い
う
読
み
を
誤
り
と
し
て
い
た
が
、

辞
書
等
に
よ
れ
ば
そ
の
読
み
方
も
誤
り
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

４
．
誤
り
と
し
て
い
た
選
択
肢
が
、
最
新
の
研
究
で
は
誤
り
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

５
．
１
０
０
点
満
点
と
し
て
い
た
が
、
素
点
を
合
計
す
る
と
合
計
が
９
５
点
し
か
な
か
っ
た
。

な
ど

本
事
例
の
よ
う
な
誤
記
、
正
答
の
不
存
在
／
複
数
存
在
は
ミ
ス
報
告
の
中
で
最
多
。

ほ
と
ん
ど
が
点
検
の
不
十
分
さ
に
起
因
。

試
験
実
施
後
・
合
否
発
表
後
の
ミ
ス
発
覚
も
多
い
。

試
験
問
題
の
点
検
に
つ
い
て
は
、
試
験
実
施
直
前
に
点
検
す
る
だ
け
で
な
く
、
試
験
開
始
後
に

お
い
て
も
速
や
か
に
、
作
題
者
以
外
の
者
も
含
め
て
、
二
重
三
重
に
点
検
を
行
う
こ
と
等
に
よ

り
、
ミ
ス
の
防
止
及
び
早
期
発
見
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
問
題
の
文
面
だ
け
で
な
く
、
問
題
の
内
容

に
つ
い
て
も
正
答
が
導
き
出
せ
る
か
確
認
す
る
こ
と
。

入
試
ミ
ス
に
つ
い
て
事
例
②

9
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＜
事
例
＞

１
．
別
の
日
程
の
問
題
用
紙
を
誤
っ
て
配
付
し
た
。

２
．
回
収
し
た
解
答
用
紙
の
枚
数
が
不
足
し
て
い
た
。

３
．
面
接
担
当
教
員
が
面
接
試
験
開
始
時
刻
を
勘
違
い
し
て
お
り
、
試
験
開
始
時
刻
に
遅
刻
し
た
。

４
．
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
合
格
発
表
す
る
際
、
設
定
を
誤
り
、
正
規
の
時
間
前
に
公
表
し
た
。

５
．
合
否
通
知
を
誤
っ
た
住
所
に
発
送
し
た
。

本
事
例
は
、
責
任
者
の
指
示
不
足
や
事
務
の
確
認
不
足
な
ど
が
背
景
に
あ
る
が

実
施
体
制
の
不
十
分
さ
が
原
因
。

教
員
と
事
務
職
員
が
連
携
し
相
互
に
補
完
す
る
よ
う
な
体
制
を
と
る
こ
と
が
重
要
。

・
入
学
者
選
抜
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
把
握
し
た
上
で
、
ミ
ス
を
防
止
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
作
成
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
業
務
全
体
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。
ま
た
、
入
学
者
選

抜
に
関
わ
る
者
の
責
務
を
明
確
に
し
、
責
任
を
も
っ
て
業
務
を
行
う
よ
う
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
。

・
各
担
当
の
業
務
は
必
ず
複
数
人
で
行
い
、
相
互
に
確
認
す
る
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

入
試
ミ
ス
に
つ
い
て
事
例
③

1
0
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Ⅹ 専門職（短期）大学等の制度設計と 

その留意事項について 
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1

大
学
設
置
等
に
関
す
る
事
務
担
当
者
説
明
会

【
平
成
２
９
年
１
２
月
２
２
日
(
金
)
】

専
門
職
大
学
・
専
門
職
短
期
大
学
等
の

制
度
設
計
と
そ
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

-134-



学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
【
「
専
門
職
大
学
」
等
の
制
度
化
に
つ
い
て
】

平
成
３
１
年
４
月
１
日

理
論
に
も
裏
付
け
ら
れ
た
高
度
な
実
践
力
を
強
み
と
し
て
、
専
門
業
務
を
牽
引
で
き
る
人
材

か
つ
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、
新
た
な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
人
材

今
後
の
成
長
分
野
を
見
据
え
、
新
た
に
養
成
す
べ
き
専
門
職
業
人
材

《
例
》

豊
か
な

創
造
力

高
度
な

実
践
力

【観
光
分
野
】：
適
確
な
接
客
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
旅
行
プ
ラ
ン
の
開
発
を
企
画
し
、
実
行
で
き
る
人
材

【農
業
分
野
】：
質
の
高
い
農
産
物
の
生
産
に
加
え
て
、
直
売
、
加
工
品
開
発
等
も
手
掛
け
、
高
付
加
価
値
化
、
販
路
拡
大
等
を
先
導
で
き
る
人
材

【情
報
分
野
】：
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
実
践
力
に
加
え
て
、
他
の
職
業
分
野
と
連
携
し
、
新
た
な
企
画
構
想
を
商
品
化
で
き
る
人
材
な
ど

「第
四
次
産
業
革
命
」の
進
展
と
国
際

競
争
の
激
化
に
伴
い
、
産
業
構
造
が
急

速
に
転
換
す
る
中
、
優
れ
た
専
門
技
能
等

を
も
っ
て
、
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
こ
と

が
で
き
る
専
門
職
業
人
材
の
養
成
が
急
務
。

施
行
期
日

高
等
専
門
職
業
教
育
の
新
た
な

枠
組
み
に
よ
り
、
社
会
の
変
化

に
対
応
し
つ
つ
、
人
材
養
成
の

強
化
を
図
る
。

趣
旨
・
背
景

概
要

大
学
制
度
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
専
門
職
業
人
の
養
成
を
目
的
と
す
る
新
た
な
高
等
教
育
機
関
と
し
て
、
「専
門
職
大
学
」及
び
「専
門
職
短
期
大
学
」の
制
度
を
設
け
る
。

《
法
制
度
の
概
要
》

１
.
目
的
等

①
機
関
の
目
的

深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
専
門
職
を
担
う
た
め
の
実
践
的
か
つ
応
用
的
な
能
力
を
育
成
・展
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

→
  
＊

実
習

等
の

強
化

(卒
業

単
位

の
概

ね
３

～
４

割
以

上
。

長
期

の
企

業
内

実
習

等
）

＊
実

務
家

教
員

の
積

極
的

任
用

（
必

要
専

任
教

員
数

の
概

ね
４

割
以

上
）

②
学
位
の
授
与

課
程
修
了
者
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
学
位
を
授
与
す
る
。

→
  
＊

｢学
士

（
専

門
職

）
｣又

は
｢短

期
大

学
士

（専
門

職
）｣

を
授

与

２
.
社
会
の
ニ
ー
ズ
へ
の
即
応

①
産
業
界
等
と
の
連
携

専
門
職
大
学
等
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う

者
等
の
協
力
を
得
て
、
教
育
課
程
を
編
成
・
実
施
し
、
及
び
教
員
の
資
質
向
上
を
図
る
。

→
  

＊
産

業
界

等
と

連
携

し
た

教
育

課
程

の
開

発
・
編

成
・
実

施
の

た
め

の
体

制
整

備
（
「
教

育
課

程
連

携
協

議
会

」
）

②
認
証
評
価
に
お
け
る
分
野
別
評
価

専
門
職
大
学
等
の
認
証
評
価
に
お
い
て
は
、
専
門
分
野
の
特
性
に
応
じ
た
評
価
を
受
け
る
。

→
＊

産
業

界
等

と
連

携
し

た
認

証
評

価
の

体
制

整
備

３
.
社
会
人
が
学
び
や
す
い
仕
組
み

①
前
期
・
後
期
の
課
程
区
分
専
門
職
大
学
（４
年
制
）の
課
程
は
、
前
期
（２
年
又
は
３
年
）及
び
後
期
（２
年
又
は
１
年
）に
区
分
で
き
る
。

②
修
業
年
限
の
通
算

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
が
入
学
す
る
場
合
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に
よ
り
、
当
該
実
務
経
験
を
通
じ
た
能
力
の
修
得

を
勘
案
し
て
、
一
定
期
間
を
修
業
年
限
に
通
算
で
き
る
。

+

→
設

置
基

準
(省

令
)等

に
よ

り
具

体
的

な
制

度
を

設
計

[＊
印

]

H
29
.5
.3
1公
布
（平
成
29
年
法
律
第
41
号
） 2
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≪
政
令
の
制
定
≫

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
(平
成
2
9
年
政
令
第
23
2号
）

学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
改
正

・
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
及
び
後
期
課
程
に
区
分
さ
れ
た
課
程
に
つ
い
て
、
課
程
の
設
置
及
び
修
業
年
限
の
変
更
は
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
に
、

そ
の
他
の
変
更
（
課
程
区
分
の
廃
止
）
は
文
部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
に
係
ら
し
め
る
こ
と
と
す
る
。

≪
省
令
等
の
制
定
・
改
正
≫

（
１
）
専
門
職
大
学
設
置
基
準
・
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
2
9
年
文
部
科
学
省
令
第
33
号
・第
34
号
）

・
専
門
職
大
学
及
び
専
門
職
短
期
大
学
の
教
育
研
究
上
の
基
本
組
織
、
収
容
定
員
、
教
育
課
程
、
卒
業
の
要
件
等
、
教
員
組
織
、
教
員
の
資
格
、
施
設
及
び

設
備
等
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
設
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。

※
併

せ
て

､企
業

等
と

連
携

し
た

｢臨
地

実
務

実
習

｣の
実

施
体

制
等

に
つ

い
て

、
関

係
告

示
を

整
備

（
「
専

門
職

大
学

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

件
」

及
び

「
専

門
職

短
期

大
学

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

件
」
）

（
２
）
学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
2
9
年
文
部
科
学
省
令
第
35
号
）

ⅰ
）
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

・
専
門
職
大
学
及
び
専
門
職
短
期
大
学
の
制
度
化
に
伴
い
、
①
実
務
の
経
験
を
勘
案
し
た
修
業
年
限
の
通
算
に
係
る
要
件
･
通
算
で
き
る
期
間
の
上
限
､

②
認
証
評
価
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
等
に
お
け
る
分
野
別
認
証
評
価
の
代
替
措
置
、
③
情
報
の
公
表
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

ⅱ
）
学
位
規
則
の
一
部
改
正

・
専
門
職
大
学
及
び
専
門
職
短
期
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
（
「
学
士
（
専
門
職
）
」
、
「
短
期
大
学
士
（
専
門
職
）
」
）
等
を
定
め
る
。

※
 併

せ
て

､「
学

位
の

種
類

及
び

分
野

の
変

更
等

の
基

準
に

関
す

る
告

示
」
を

改
正

ⅲ
）学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正

・
専
門
職
大
学
、
専
門
職
短
期
大
学
、
専
門
職
大
学
院
が
受
け
る
分
野
別
認
証
評
価
の
内
容
、
評
価
方
法
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

3

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
（
専
門
職
大
学
等
の
制
度
化
）に
伴
う
関
係
政
省
令
等
の
整
備
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基
本
的
な

考
え
方

専
門
職
大
学
設
置
基
準
及
び
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
省
令
）
の
制
定
に
つ
い
て

○
現
行
の
最
低
基
準
で
あ
る
大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
水
準
を
考
慮
し
、
そ
の
趣
旨
を
採
り
入
れ
る
と
同
時
に
、
高
度
か
つ

実
践
的
な
職
業
教
育
を
行
う
機
関
と
し
て
、
そ
の
特
性
を
踏
ま
え
た
適
切
な
水
準
の
設
定
を
図
る
。

※
国
際
通
用
性
を
求
め
ら
れ
る
「大
学
」の
枠
組
み
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
機
関
と
し
て
相
応
し
い
教
育
研
究
水
準
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
産
業
界
等
と

緊
密
に
連
携
し
た
実
践
的
な
職
業
教
育
に
重
点
を
置
く
、
社
会
人
の
受
入
れ
も
主
要
な
機
能
と
す
る
等
の
特
性
を
踏
ま
え
た
設
置
基
準
と
す
る
。

教 員

◎
専
任
教
員
数
に
つ
い
て
は
、
大
学
・
短
大
設
置
基
準
の
水
準
を
踏
ま
え
つ
つ
、

小
規
模
の
学
部
・
学
科
を
想
定
し
た
基
準
を
新
設
。

◎
必
要
専
任
教
員
数
の
お
お
む
ね
４
割
以
上
は
「専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね

５
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
」

（
実
務
家
教
員
）
と
す
る
｡

・
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
上
は
、
研
究
能
力
を
併
せ
有
す
る

実
務
家
教
員
と
す
る
｡

※
大
学
等
で
の
教
員
歴
、
修
士
以
上
の
学
位
、
又
は
企
業
等
で
の
研
究
上
の
業
績
の
い
ず
れ
か

を
求
め
る
｡

・
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
内
は
、
「
み
な
し
専
任
教
員
」

（専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
１
年
に
つ
き
６
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、

か
つ
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
・学
科
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
）

で
足
り
る
も
の
と
す
る
｡

学 生

◎
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た

入
学
者
選
抜
を
行
う
こ
と
を
努
力
義
務
化
。

◎
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
４
０
人
以
下
。

◎
産
業
界
等
と
連
携
し
つ
つ
、
教
育
課
程
を
自
ら
開
発
・開
設
、
不
断
に
見
直
し
。

◎
「
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
及
び
当
該
職
業

の
分
野
に
お
い
て
創
造
的
な
役
割
を
担
う
た
め
の
応
用
的
な
能
力
」
の
育
成
・展
開

及
び
「
職
業
倫
理
の
涵
養
」
に
配
慮
。

◎
産
業
界
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
た
め

「
教
育
課
程
連
携
協
議
会
」
の
設
置
を
義
務
付
け
。

教 育 課 程 の 編 成

◎
大
学
・
短
大
設
置
基
準
の
水
準
（
学
生
１
人
当
た
り
１
０
㎡
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、

一
定
の
要
件
の
下
で
弾
力
的
な
取
扱
い
を
可
能
と
す
る
。

※
そ
の
場
所
に
立
地
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

所
要
の
面
積
確
保
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
教
育
研
究
上
支
障
が
な
い
限
度
に

お
い
て
、
当
該
面
積
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
｡

校 地 面 積

◎
原
則
と
し
て
体
育
館
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
備
え
る
と
と
も
に
、
な
る
べ
く

運
動
場
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
る
｡た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
大
学
外
の
運
動
施
設
の
利
用
に
よ
る
代
替
措
置
を
可
能
と
す
る
｡

体 育 館 等

◎
大
学
・
短
大
設
置
基
準
の
水
準
を
踏
ま
え
つ
つ
、
小
規
模
の
学
部
・
学
科
を

想
定
し
た
基
準
を
新
設
｡

◎
臨
地
実
務
実
習
が
必
修
で
あ
る
等
の
特
性
を
考
慮
し
、
卒
業
に
必
要
な
臨
地

実
務
実
習
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
実
習
に
必
要
な
施
設
の
一
部
を
企
業
等
の

事
業
者
の
施
設
の
使
用
に
確
保
す
る
場
合
等
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、
必
要

校
舎
面
積
を
減
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

校 舎 面 積

◎
開
設
す
べ
き
授
業
科
目
と
し
て
、
４
つ
の
授
業
科
目
を
規
定

①
基
礎
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

②
職
業
専
門
科
目
〔
４
年
制
で

60
単
位
以
上
／
２
年
制
で

30
単
位
以
上
〕

③
展
開
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

④
総
合
科
目

〔
４
年
制
で
４
単
位
以
上
／
２
年
制
･３
年
制
で
２
単
位
以
上
〕

授 業 科 目

◎
卒
業
・修
了
要
件
と
し
て
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
一
定
単
位
数
の
修
得

を
求
め
る
。
〔
４
年
制
で

40
単
位
以
上
／
２
年
制
で

20
単
位
以
上
〕

･
上
記
の
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
に
は
、
企
業
等
で
の
「臨
地
実
務
実
習
」を
一
定

単
位
数
含
む
。
〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

※
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
効
果
を
十
分
に
あ
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
企
業
等
と

連
携
し
た
「連
携
実
務
演
習
等
」に
よ
る
一
部
代
替
も
可
能
と
す
る
。

〔４
年
制
で
５
単
位
ま
で
／
２
年
制
で
２
単
位
ま
で
〕

◎
入
学
前
に
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
係
る
実
務
の
経
験
を
通
じ
、
当
該

職
業
を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
を
修
得
し
て
い
る
場
合
に
、
当
該
実
践
的
な

能
力
の
修
得
を
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
単
位
認
定
で
き
る
仕
組
み
を
規
定
。

〔
４
年
制
で

30
単
位
ま
で
／
２
年
制
で

15
単
位
ま
で
〕

卒 業 要 件 等

4

平
成

２
９

年
９

月
８

日
公

布
（
平

成
２

９
年

文
部

科
学

省
令

第
３

３
号

･第
３

４
号

）
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専
門
職
大
学
設
置
基
準
等
に
関
す
る
留
意
事
項

≪
留
意
事
項
≫

①
高
等
学
校
（
普
通
科
，
専
門
学
科
及
び
総
合
学
科
）
の

卒
業
生
，
実
務
経
験
者
そ
の
他
の
社
会
人
，
他
の
高
等

教
育
機
関
か
ら
の
編
入
学
生
な
ど
，
多
様
な
入
学
者
を

積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

※
特
に
，
実
務
経
験
者
等
の
社
会
人
の
学
修
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
に
お
い
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

を
期
待
さ
れ
る
。

②
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
た
い
わ
ゆ
る
遠
隔

授
業
や
，
昼
夜
開
講
制
，
長
期
履
修
学
生
，
入
学
前
の

実
務
経
験
を
勘
案
し
た
単
位
認
定
等
制
度
の
活
用
も

含
め
，
そ
の
目
的
に
応
じ
た
適
切
な
方
法
に
よ
り
，
社
会
人

が
学
び
や
す
い
学
修
機
会
の
提
供
に
取
り
組
む
こ
と
が

望
ま
れ
る
。

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

（
入

学
者

選
抜

）
第

三
条

（
略

）
２

専
門

職
大

学
は

、
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
そ

の
他

の
入

学
者

の
多

様
性

の
確

保
に

配
慮

し
た

入
学

者
選

抜
を

行
う

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。

5

実
務
経
験
者
そ
の
他
の
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
に
つ
い
て
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≪
留
意
事
項
≫

①
産
業
界
等
と
の
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
，
そ
の

た
め
の
教
育
課
程
を
開
発
・
実
施
し
，
不
断
の
見

直
し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

②
教
育
課
程
の
開
発
・
編
成
・
見
直
し
に
関
す
る

「
適
切
な
体
制
」
の
整
備
と
し
て
は
，
授
業
科
目
の

開
発
等
に
関
す
る
担
当
組
織
を
設
け
る
こ
と
や
，

教
育
内
容
・方
法
の
開
発
等
に
経
験
・実
績
の
あ
る

教
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

6

（
教

育
課

程
の

編
成

方
針

）
第

十
条

専
門

職
大

学
は

、
当

該
専

門
職

大
学

、
学

部
及

び
学

科
又

は
課

程
等

の
教

育
上

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

授
業

科
目

を
、

産
業

界
及

び
地

域
社

会
と

連
携

し
つ

つ
、

自
ら

開
設

し
、

体
系

的
に

教
育

課
程

を
編

成
す

る
も

の
と

す
る

。
２

教
育

課
程

の
編

成
に

当
た

っ
て

は
、

専
門

職
大

学
は

、
学

部
等

の
専

攻
に

係
る

専
門

の
学

芸
を

教
授

し
、

専
門

性
が

求
め

ら
れ

る
職

業
を

担
う

た
め

の
実

践
的

な
能

力
及

び
当

該
職

業
の

分
野

に
お

い
て

創
造

的
な

役
割

を
担

う
た

め
の

応
用

的
な

能
力

を
展

開
さ

せ
る

と
と

も
に

、
豊

か
な

人
間

性
及

び
職

業
倫

理
を

涵
養

す
る

よ
う

適
切

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

専
門

職
大

学
は

、
専

攻
に

係
る

職
業

を
取

り
巻

く
状

況
を

踏
ま

え
て

必
要

な
授

業
科

目
を

開
発

し
、

当
該

職
業

の
動

向
に

即
し

た
教

育
課

程
の

編
成

を
行

う
と

と
も

に
、

当
該

状
況

の
変

化
に

対
応

し
、

授
業

科
目

の
内

容
、

教
育

課
程

の
構

成
等

に
つ

い
て

、
不

断
の

見
直

し
を

行
う

も
の

と
す

る
。

４
前

項
の

規
定

に
よ

る
授

業
科

目
の

開
発

、
教

育
課

程
の

編
成

及
び

そ
れ

ら
の

見
直

し
は

、
次

条
に

規
定

す
る

教
育

課
程

連
携

協
議

会
の

意
見

を
勘

案
す

る
と

と
も

に
、

適
切
な
体
制
を
整
え
て
行
う

も
の

と
す

る
。

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

教
育
課
程
の
編
成
方
針
に
つ
い
て

教
育
課
程
の
編
成
方
針
に
つ
い
て
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≪
留
意
事
項
≫

①
一
の
専
門
職
大
学
等
に
一
の
教
育
課
程
連
携
協
議
会
を

設
け
る
形
の
ほ
か
，
分
野
や
学
部
等
の
別
に
よ
り
複
数
の

教
育
課
程
連
携
協
議
会
を
設
け
る
形
が
考
え
ら
れ
る
。

②
第
２
項
の
各
号
（
第
５
号
を
除
く
）
に
規
定
す
る
構
成
員
を

そ
れ
ぞ
れ
１
名
以
上
含
む
も
の
と
し
，
そ
の
構
成
員
の
過
半
数

は
，
当
該
専
門
職
大
学
等
の
教
職
員
以
外
の
者
と
す
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
。

③
産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
・実
施
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
や
，
そ
の
実
施
状
況
の
評
価
に
関
す

る
事
項
を
審
議
す
る
。

7

（
教

育
課

程
連

携
協

議
会

）
第

十
一

条
専

門
職

大
学

は
、

産
業

界
及

び
地

域
社

会
と

の
連

携
に

よ
り

、
教

育
課

程
を

編
成

し
、

及
び

円
滑

か
つ

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

、
教

育
課

程
連

携
協

議
会

を
設

け
る

も
の

と
す

る
。

２
教

育
課

程
連

携
協

議
会

は
、

次
に

掲
げ

る
者

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
一

学
長

が
指

名
す

る
教

員
そ

の
他

の
職

員
二

当
該

専
門

職
大

学
の

課
程

に
係

る
職

業
に

就
い

て
い

る
者

又
は

当
該

職
業

に
関

連
す

る
事

業
を

行
う

者
に

よ
る

団
体

の
う

ち
、

広
範

囲
の

地
域

で
活

動
す

る
も

の
の

関
係

者
で

あ
っ

て
、

当
該

職
業

の
実

務
に

関
し

豊
富

な
経

験
を

有
す

る
も

の
三

地
方

公
共

団
体

の
職

員
、
地

域
の

事
業

者
に

よ
る

団
体

の
関

係
者

そ
の

他
の

地
域

の
関

係
者

四
臨

地
実

務
実

習
（
(略

)）
そ

の
他

の
授

業
科

目
の

開
設

又
は

授
業

の
実

施
に

お
い

て
当

該
専

門
職

大
学

と
協

力
す

る
事

業
者

五
当

該
専

門
職

大
学

の
教

員
そ

の
他

の
職

員
以

外
の

者
あ

っ
て

学
長

が
必

要
と

認
め

る
も

の
３

教
育

課
程

連
携

協
議

会
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

審
議

し
、

学
長

に
意

見
を

述
べ

る
も

の
と

す
る

。
一

産
業

界
及

び
地

域
社

会
と

の
連

携
に

よ
る

授
業

科
目

の
開

設
そ

の
他

の
教

育
課

程
の

編
成

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

二
産

業
界

及
び

地
域

社
会

と
の

連
携

に
よ

る
授

業
の

実
施

そ
の

他
の

教
育

課
程

の
実

施
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項
及

び
そ

の
実

施
状

況
の

評
価

に
関

す
る

事
項

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

教
育
課
程
連
携
協
議
会
に
つ
い
て
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≪
留
意
事
項
≫

①
開
設
す
べ
き
授
業
科
目
と
し
て
定
め
た
各
科
目
は
、

そ
れ
ら
全
体
の
履
修
を
通
じ
、

・
理
論
に
も
裏
付
け
ら
れ
た
実
践
力
の
育
成
に
加
え
，

・
特
定
の
職
業
に
お
け
る
専
門
性
に
留
ま
ら
な
い

分
野
全
般
へ
の
精
通
や
，

・
関
連
す
る
他
分
野
へ
の
展
開
，

・
生
涯
に
わ
た
る
資
質
向
上
の
た
め
の
基
礎
の
涵
養
な
ど
，

幅
広
い
能
力
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
。

②
基
礎
科
目
は
、

・
社
会
的
・
職
業
的
自
立
を
図
る
た
め
に
必
要
な
能
力

に
加
え
，

・
生
涯
に
わ
た
り
自
ら
の
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に

必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

※
例
え
ば
，
ＩＣ
Ｔ
，
外
国
語
な
ど
，
様
々
な
職
種
を

通
じ
た
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
基
礎
と
な
る
リ
テ
ラ
シ
ー

科
目
な
ど

③
職
業
専
門
科
目
は
、

・
特
定
の
職
業
（職
種
）に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
理
論
的

か
つ
実
践
的
な
能
力
に
加
え
，

・
当
該
職
業
の
分
野
（例
え
ば
，
観
光
分
野
，
農
業
分
野
，

情
報
分
野
な
ど
）
に
つ
い
て
そ
の
分
野
全
般
に
わ
た
り

必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

※
実
習
等
の
充
実
を
図
り
つ
つ
，
理
論
と
実
践
に

わ
た
る
授
業
科
目
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
当
す
る
必
要

8

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

（
専

門
職

大
学

の
授

業
科

目
）

第
十

三
条

専
門

職
大

学
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
授

業
科

目
を

開
設

す
る

も
の

と
す

る
。

一
基

礎
科

目
（
生

涯
に

わ
た

り
自

ら
の

資
質

を
向

上
さ

せ
、

社
会

的
及

び
職

業
的

自
立

を
図

る
た

め
に

必
要

な
能

力
を

育
成

す
る

た
め

の
授

業
科

目
を

い
う

。
）

二
職

業
専

門
科

目
（
専

攻
に

係
る

特
定

の
職

業
に

お
い

て
必

要
と

さ
れ

る
理

論
的

か
つ

実
践

的
な

能
力

及
び

当
該

職
業

の
分

野
全

般
に

わ
た

り
必

要
な

能
力

を
育

成
す

る
た

め
の

授
業

科
目

を
い

う
。

）
三

・
四

（
略

）

授
業
科
目
に
つ
い
て
①
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≪
留
意
事
項
≫

④
展
開
科
目
は
、

・
専
攻
す
る
特
定
の
職
業
分
野
に
関
連
す
る
他
分
野

の
応
用
的
な
能
力
で
あ
っ
て
，

・
当
該
職
業
の
分
野
に
お
い
て
創
造
的
な
役
割
を

果
た
す
た
め
に
必
要
な
も
の
を

育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

※
例
え
ば
，

・
専
門
技
能
等
を
活
か
し
た
開
業
や
新
た
な

事
業
展
開
を
図
る
際
に
必
要
と
な
る
経
営
等

の
知
識
や
，

・
連
携
・
協
働
が
進
む
隣
接
他
分
野
の
職
業

に
関
す
る
知
識
等
を
学
ぶ
科
目
な
ど

⑤
総
合
科
目
は
、
修
得
し
た
知
識
・
技
能
等
を
総
合
し
，

実
践
的
か
つ
応
用
的
な
能
力
を
総
合
的
に
高
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

※
卒
業
・
修
了
を
前
に
，
そ
れ
ま
で
の
授
業
等
で

身
に
付
け
た
知
識
・
技
能
等
を
統
合
し
，
真
の

課
題
解
決
力
・
創
造
力
に
結
び
付
け
る
た
め
の

総
合
的
な
演
習
科
目
等

⑥
各
専
門
職
大
学
等
で
は
，
そ
の
教
育
の
目
的
に
応
じ
，

こ
れ
ら
４
種
類
の
授
業
科
目
以
外
の
授
業
科
目
を
開
設

す
る
こ
と
も
可
能
。

こ
れ
ら
の
授
業
科
目
の
開
設
を
通
じ
、
学
生
の
主
体
的

な
教
育
活
動
の
展
開
を
図
る
こ
と
を
期
待
。

9

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

（
専

門
職

大
学

の
授

業
科

目
）

第
十

三
条

専
門

職
大

学
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
授

業
科

目
を

開
設

す
る

も
の

と
す

る
。

一
･二

（
略

）
三

展
開

科
目

（
専

攻
に

係
る

特
定

の
職

業
の

分
野

に
関

連
す

る
分

野
に

お
け

る
応

用
的

な
能

力
で

あ
っ

て
、

当
該

職
業

の
分

野
に

お
い

て
創

造
的

な
役

割
を

果
た

す
た

め
に

必
要

な
も

の
を

育
成

す
る

た
め

の
授

業
科

目
を

い
う

。
）

四
総

合
科

目
（
修

得
し

た
知

識
及

び
技

能
等

を
総

合
し

、
専

門
性

が
求

め
ら

れ
る

職
業

を
担

う
た

め
の

実
践

的
か

つ
応

用
的

な
能

力
を

総
合

的
に

向
上

さ
せ

る
た

め
の

授
業

科
目

を
い

う
。

）

授
業
科
目
に
つ
い
て
②
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≪
留
意
事
項
≫

○
各
専
門
職
大
学
等
で
は
，
単
位
制
度
の
趣
旨
に
沿
い
，

個
々
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
十
分
な
学
習
量
を
確
保
す
る

こ
と
（
単
位
制
度
の
実
質
化
）
に
留
意
し
た
上
で
，
こ
れ
ら
を

超
え
る
単
位
数
を
卒
業
・
修
了
要
件
に
位
置
付
け
る

こ
と
が
可
能
。

10

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

（
卒

業
の

要
件

）
第

二
十

九
条

専
門

職
大

学
の

卒
業

の
要

件
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
こ

と
と

す
る

。
一

専
門

職
大

学
に

四
年

以
上

在
学

す
る

こ
と

。
二

百
二

十
四

単
位

以
上

（基
礎

科
目

及
び

展
開

科
目

に
係

る
そ

れ
ぞ

れ
二

十
単

位
以

上
、

職
業

専
門

科
目

に
係

る
六

十
単

位
以

上
並

び
に

総
合

科
目

に
係

る
四

単
位

以
上

を
含

む
。

）
を

修
得

す
る

こ
と

。
三

･四
（
略

）
２

（
略

）

卒
業
・
修
了
の
要
件
に
つ
い
て
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≪
留
意
事
項
≫

①
臨
地
実
務
実
習
及
び
連
携
実
務
演
習

等
の
開
設
に
関
し
，
「
文
部
科
学
大
臣
が

別
に
定
め
る
と
ろ
こ
ろ
」
と
し
て
は
、

「
専
門
職
大
学
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
件
」
第
５
条
及
び
「
専
門
職
短
期

大
学
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
」

第
５
条
に
お
い
て
，

・
実
施
計
画
の
作
成
や

・
当
該
実
施
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項
，

･指
導
員
の
配
置
や

･当
該
指
導
員
の
要
件
等

に
関
す
る
事
項
を
定
め
て
い
る
。

②
臨
地
実
務
実
習
に
つ
い
て
は
，
そ
の

実
施
方
法
や
管
理
，
手
当
等
の
実
態
に

よ
っ
て
は
，
実
習
先
事
業
者
と
学
生
の
間

に
使
用
従
属
関
係
が
認
め
ら
れ
，
労
働

関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

※
今
後
、
厚
生
労
働
省
と
協
議
し
て
、

指
針
を
作
成
・
公
表
す
る
予
定
。

11

臨
地
実
務
実
習
及
び
連
携
実
務
演
習
等
に
つ
い
て

○
専
門
職
大
学
設
置
基
準

（
卒

業
の

要
件

）
第

二
十

九
条

専
門

職
大

学
の

卒
業

の
要

件
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
こ

と
と

す
る

。
一

・
二

（
略

）
三

実
験

、
実

習
又

は
実

技
に

よ
る

授
業

科
目

（
や

む
を

得
な

い
事

由
が

あ
り

、
か

つ
、

教
育

効
果

を
十

分
に

あ
げ

る
こ

と
が

で
き

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

演
習

、
実

験
、

実
習

又
は

実
技

に
よ

る
授

業
科

目
）
に

係
る

四
十

単
位

以
上

を
修

得
す

る
こ

と
。

四
前

号
の

授
業

科
目

に
係

る
単

位
に

臨
地

実
務

実
習

（
企

業
そ

の
他

の
事

業
者

の
事

業
所

又
は

こ
れ

に
類

す
る

場
所

に
お

い
て

、
当

該
事

業
者

の
実

務
に

従
事

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
実

習
に

よ
る

授
業

科
目

で
あ

っ
て

、
文

部
科

学
大

臣
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
開

設
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

係
る

二
十

単
位

が
含

ま
れ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

や
む

を
得

な
い

事
由

が
あ

り
、

か
つ

、
教

育
効

果
を

十
分

に
あ

げ
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
五

単
位

を
超

え
な

い
範

囲
で

、
連

携
実

務
演

習
等

（
企

業
そ

の
他

の
事

業
者

と
連

携
し

て
開

設
す

る
演

習
、

実
験

、
実

習
又

は
実

技
に

よ
る

授
業

科
目

の
う

ち
、

当
該

事
業

者
の

実
務

に
係

る
課

題
に

取
り

組
む

も
の

（
臨

地
実

務
実

習
を

除
く

。
）
で

あ
っ

て
、

文
部

科
学

大
臣

が
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

開
設

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

も
っ

て
こ

れ
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

２
（
略

）
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（
１
）
実
施
計
画
の
作
成
・実
施

○
臨
地
実
務
実
習
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
臨
地
実
務
実
習
施
設
の
開
設
者
又
は
管
理
者
で
あ
る
事
業
者
等
と
協
議
し
て

実
施
計
画
を
作
成
し
、
当
該
実
施
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

≪
実
施
計
画
へ
の
記
載
事
項
≫

・
臨
地
実
務
実
習
施
設
に
お
け
る
実
習
の
内
容
、
期
間
、
一
日
当
た
り
の
実
習
時
間
及
び
主
た
る
実
習
場
所

・
受
け
入
れ
る
学
生
の
数

・
実
習
指
導
者
の
配
置

・
成
績
評
価
の
基
準
及
び
方
法

・
学
生
に
対
す
る
報
酬
及
び
交
通
費
支
給
等
の
取
扱
い
、
実
習
中
の
災
害
補
償
及
び
損
害
賠
償
責
任

・
そ
の
他
の
臨
地
実
務
実
習
の
実
施
に
必
要
な
事
項

（
２
）
臨
地
実
務
実
習
に
お
け
る
実
習
指
導
者
の
配
置

○
臨
地
実
務
実
習
施
設
に
は
、
実
習
内
容
、
受
け
入
れ
る
学
生
の
数
等
に
応
じ
、
必
要
な
数
の
「実
習
指
導
者
」
を
置
く
こ
と
。

※
「
実

習
指

導
者

｣；
臨

地
実

務
実

習
施

設
で

あ
る

事
業

所
等

に
所

属
し

、
隣

地
実

務
実

習
の

指
導

を
行

う
者

〇
実
習
指
導
者
は
、
臨
地
実
務
実
習
に
係
る
職
業
の
分
野
に
関
す
る
高
い
識
見
及
び
十
分
な
実
務
経
験
を
有
し
、
臨
地
実
務

実
習
の
指
導
を
行
う
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
担
当
教
員
に
よ
る
実
施
状
況
把
握
の
体
制
整
備

○
巡
回
指
導
等
の
実
施
、
定
期
的
な
報
告
の
受
理
等
に
よ
り
、
臨
地
実
務
実
習
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
教
員
が

臨
地
実
務
実
習
施
設
に
お
け
る
実
習
の
実
施
状
況
を
十
分
に
把
握
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
こ
と
。

「
臨
地
実
務
実
習
」
；
企
業
そ
の
他
の
事
業
者
の
事
業
所
又
は
こ
れ
に
類
す
る
場
所
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
の
実
務
に
従
事
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
実
習
に
よ
る
授
業
科
目
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
開
設
さ
れ
る
も
の

12

臨
地
実
務
実
習
の
開
設
に
関
し
必
要
な
事
項

◎
臨
地
実
務
実
習
の
開
設
に
関
し
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
事
項

「
専
門
職
大
学
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
（
告
示
）
」
第
５
条
第
１
項

「
専
門
職
短
期
大
学
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
（
告
示
）
」
第
５
条
第
１
項
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（
１
）
「連
携
実
務
実
習
等
」で
取
り
組
む
課
題

○
連
携
実
務
実
習
等
の
授
業
で
取
り
組
む
課
題
は
、

・
連
携
先
事
業
者
に
お
け
る
実
務
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
し
て
連
携
先
事
業
者
が
指
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

・
学
生
の
探
求
的
な
学
習
活
動
が
促
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
実
施
計
画
の
作
成
・実
施

○
連
携
実
務
演
習
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
連
携
先
事
業
者
と
協
議
し
て
実
施
計
画
を
作
成
し
、
当
該
実
施
計
画
に

基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

≪
実
施
計
画
へ
の
記
載
事
項
≫

・
連
携
実
務
演
習
等
の
内
容
及
び
日
程

・
演
習
等
指
導
者
の
指
定

・
成
績
評
価
の
基
準
及
び
方
法

・
学
生
に
対
す
る
報
酬
等
の
取
扱
い

・
そ
の
他
の
連
携
実
務
実
習
等
の
実
施
に
必
要
な
事
項

（
３
）
演
習
等
指
導
者
の
指
定

○
連
携
実
務
実
習
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
連
携
先
事
業
者
に
お
い
て
、
演
習
等
指
導
者
を
指
定
す
る
こ
と
。

※
「
演

習
等

指
導

者
｣；

連
携

先
事

業
者

に
所

属
し

、
連

携
実

務
演

習
等

に
お

け
る

学
生

へ
の

指
導

、
担

当
教

員
へ

の
助

言
等

を
行

う
者

○
演
習
等
指
導
者
は
、
連
携
実
務
演
習
等
に
係
る
職
業
の
分
野
に
関
す
る
高
い
識
見
及
び
十
分
な
実
務
経
験
を
有
し
、

連
携
実
務
演
習
等
の
指
導
を
行
う
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

13

「
連
携
実
務
演
習
等
」；
企
業
そ
の
他
の
事
業
者
と
連
携
し
て
開
設
す
る
演
習
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
科
目
の
う
ち
、

当
該
事
業
者
の
実
務
に
係
る
課
題
に
取
り
組
む
も
の
（臨
地
実
務
実
習
を
除
く
。
）で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
開
設
さ
れ
る
も
の

連
携
実
務
演
習
等
の
開
設
に
関
し
必
要
な
事
項

◎
臨
地
実
務
実
習
の
開
設
に
関
し
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
事
項

「
専
門
職
大
学
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
（
告
示
）
」
第
５
条
第
２
項

「
専
門
職
短
期
大
学
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
（
告
示
）
」
第
５
条
第
２
項
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≪
留
意
事
項
≫

①
学
位
を
授
与
す
る
際
に
は
、
「
○
○
学
士

（
専
門
職
）
」
，
「
○
○
短
期
大
学
士
（
専
門
職
）
」

の
よ
う
に
，
適
切
な
専
攻
分
野
の
名
称
を
「
学
士

（
専
門
職
）
」
，
「
短
期
大
学
士
（
専
門
職
）
」
の
前

に
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

※
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
は
，
学
問

分
野
で
は
な
く
職
業
・
産
業
分
野
の
名
称
を

付
す
こ
と
を
基
本
。

②
専
門
職
大
学
等
の
学
位
に
つ
い
て
も
国
際

通
用
性
の
確
保
は
特
に
重
要
で
あ
り
，

付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
に
つ
い
て
は
，

同
様
の
内
容
を
提
供
す
る
国
内
外
の
他
の
学
位

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
共
通
性
の
あ
る
名
称
を
用
い
る

な
ど
，
分
か
り
や
す
く
，
通
用
性
の
あ
る
も
の
と

す
る
観
点
か
ら
，
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

14

学
位
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
留
意
事
項

○
学
位
規
則
の
一
部
改
正

【
学
位
の
種
類
（
第
２
条
の
２
及
び
第
５
条
の
５
の
追
加
）
】

（
専
門
職
大
学
を
卒
業
し
た
者
等
に
対
し
授
与
す
る

学
位
）

第
二
条
の
二
法
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
部

科
学
大
臣
の
定
め
る
学
位
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

（
専
門
職
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
に
対
し
授
与
す

る
学
位
）

第
五
条
の
五
法
第
百
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
文
部

科
学
大
臣
の
定
め
る
学
位
は
、
短
期
大
学
士
（
専
門

職
）
と
す
る
。

区
分

学
位

専
門
職
大
学
を
卒
業
し

た
者
に
授
与
す
る
学
位

学
士
（
専
門
職
）

専
門
職
大
学
の
前
期
課

程
を
修
了
し
た
者
に
授

与
す
る
学
位

第
五
条
の
五
に
規

定
す
る
短
期
大
学

士
（
専
門
職
）
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○
大
学
等
の
学
科
の
う
ち
、
専
門
職
を
担
う
た
め
の
実
践
的
か
つ
応
用
的
な
能
力
を
育
成
・
展
開
さ
せ
る
教
育
課
程
を
編
成
す
る
も
の
は
、

「
専
門
職
学
科
」
と
し
、
専
門
職
学
科
に
係
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
。
【平
成
３
１
年
４
月
１
日
施
行
】

※
大
学
の
学
部
の
う
ち
、
専
門
職
学
科
の
み
組
織
す
る
も
の
は
、
「専
門
職
学
部
」と
す
る
。

大
学
等
の
専
門
職
学
科
の
制
度
化
に
つ
い
て
【
大
学
設
置
基
準
・
短
期
大
学
設
置
基
準
の
改
正
】

（
平
成
２
９
年
１
２
月
１
５
日
中
央
教
育
審
議
会
答
申
）

【
開
設
授
業
科
目
】

◎
開
設
す
べ
き
授
業
科
目
と
し
て
、
４
つ
の
授
業
科
目
を
規
定
。

①
一
般
・
基
礎
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

②
職
業
専
門
科
目

〔
４
年
制
で

60
単
位
以
上
／
２
年
制
で

30
単
位
以
上
〕

③
展
開
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

④
総
合
科
目

〔
４
年
制
で
４
単
位
以
上
／
２
年
制
で
２
単
位
以
上
〕

教 員

【
専
任
教
員
数
】

○
専
任
教
員
数
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
の
学
部
・学
科
を
想
定
し
た
基
準
を
新
設
。

【
実
務
家
教
員
】

◎
必
要
専
任
教
員
数
の
お
お
む
ね
４
割
以
上
は
「専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
５
年
以
上
の

実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
」
（実
務
家
教
員
）と
す
る
｡

◎
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
上
は
、
研
究
能
力
を
併
せ
有
す
る

実
務
家
教
員
と
す
る
｡

※
大
学
等
で
の
教
員
歴
、
修
士
以
上
の
学
位
、
又
は
企
業
等
で
の
研
究
上
の
業
績
の
い
ず
れ
か
を
求
め
る
｡

◎
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
内
は
、
「み
な
し
専
任
教
員
」（
専
任
教
員
以
外

の
者
で
あ
っ
て
も
、
１
年
に
つ
き
６
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課
程
の

編
成
そ
の
他
の
学
部
・学
科
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
）で
足
り
る
も
の
と
す
る
｡

学 生

【
入
学
者
選
抜
】

◎
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た
入
学
者

選
抜
を
行
う
こ
と
を
努
力
義
務
と
し
て
規
定
。

【
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
数
】

◎
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
４
０
人
以
下
。

※
教
育
上
必
要
が
あ
り
、
か
つ
十
分
な
教
育
効
果
を
あ
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
rな
い
。

【
教
育
課
程
の
編
成
方
針
】

◎
産
業
界
等
と
連
携
し
つ
つ
、
教
育
課
程
を
自
ら
開
発
・
開
設
、
不
断
に
見
直
し
。

◎
「
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
及
び
当
該
職
業

の
分
野
に
お
い
て
創
造
的
な
役
割
を
担
う
た
め
の
応
用
的
な
能
力
」
の
育
成
・
展
開

及
び
「
職
業
倫
理
の
涵
養
」
に
配
慮
。

【
教
育
課
程
連
携
協
議
会
】

◎
産
業
界
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
た
め
の

「
教
育
課
程
連
携
協
議
会
」
の
設
置
を
義
務
付
け
。

教 育 課 程 の 編 成 授 業 科 目

【
実
習
等
の
重
視
】

◎
卒
業
要
件
と
し
て
、
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
で
一
定
単
位
数
の
修
得
を
求
め
る
。

〔
４
年
制
で

40
単
位
以
上
／
２
年
制
で

20
単
位
以
上
〕

◎
上
記
の
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
に
は
、
企
業
等
で
の
「臨
地
実
務
実
習
」を
一
定
単
位
数

含
む
。
〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

※
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
効
果
を
十
分
に
あ
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
企
業
等
と
連
携
し
た

「連
携
実
務
演
習
等
」に
よ
る
一
部
代
替
も
可
能
と
す
る
。
〔４
年
制
で
５単
位
ま
で
／
２年
制
で
２単
位
ま
で
〕

【入
学
前
の
既
修
得
単
位
の
認
定
】

○
入
学
前
に
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
係
る
実
務
の
経
験
を
通
じ
、
当
該
職
業

を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
を
修
得
し
て
い
る
場
合
に
、
当
該
実
践
的
な
能
力
の

修
得
を
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
単
位
認
定
で
き
る
仕
組
み
を
整
備
。

〔
４
年
制
で

30
単
位
ま
で
／
２
年
制
で

15
単
位
ま
で
〕

卒 業 要 件 等≪
設
置
基
準
の
特
例
≫
[
◎
；大
学
及
び
短
大
に
お
け
る
特
例
／
○
；大
学
に
お
け
る
特
例
（
短
大
に
つ
い
て
は
、
専
門
職
学
科
に
限
ら
ず
短
大
全
体
に
導
入
）]

施 設 設 備

【
校
舎
面
積
】

○
大
学
の
専
門
職
学
部
の
校
舎
面
積
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
の
学
部
・学
科
を
想
定
し
た

基
準
を
新
設
｡

◎
大
学
の
専
門
職
学
部
、
短
大
の
専
門
職
学
科
の
校
舎
面
積
に
つ
い
て
は
、
臨
地
実
務

実
習
が
必
修
で
あ
る
等
の
特
性
を
考
慮
し
、
卒
業
に
必
要
な
臨
地
実
務
実
習
を
実
施
す
る
に

当
た
り
、
実
習
に
必
要
な
施
設
の
一
部
を
企
業
等
の
事
業
者
の
施
設
の
使
用
に
よ
り
確
保

す
る
場
合
等
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、
必
要
校
舎
面
積
を
減
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
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Ⅺ 学校教育法及び専門職大学院設置基準の

一部改正について 
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学校教育法及び専門職大学院設置基準の一部改正について 
 

１．学校教育法の改正 

○ 昨年８月に取りまとめられた本専門職大学院ワーキンググループの報告書におい

て、関係業界や職能団体の関係者など、各専門職大学院が掲げる養成人材像と関連が

深い者や学外の有識者等からなるアドバイザリーボードを設置することを義務付け

るべきであると提言を受け、専門職大学の制度化にあわせて、専門職大学院も同様、

専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得て教育課程の編成等

を行う規定を設けることとした「学校教育法の一部を改正する法律案」を国会に提出

し、法案が成立したところ。（平成 29 年 5 月 31 日公布） 

 

学校教育法の改正（関連部分抜粋） 

 第九十九条（略） 

② （略）  

③ 専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる

職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育

課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。 

 

○ これを受け、専門職大学院設置基準の改正を以下の通り行った。 

 

２．専門職大学院設置基準の改正 

（１）改正の概要 
①教育課程の編成方針 
専門職大学院における教育課程の編成方針として，産業界等との連携による授業科目

の開設や，専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえた授業科目の開発，当該状況の変化

に対応した教育課程の構成等の不断の見直し，そのための適切な体制の整備等に関する

事項を追加したこと。（第６条） 
 

（２）教育課程連携協議会 
① 専門職大学院は，産業界等との連携により，教育課程を編成し，及び円滑かつ効

果的に実施するため，教育課程連携協議会を設けるものとしたこと。 
（第６条の２第１項） 

H29.10.31 中央教育審議会大学分科会大学院部会配付資料一部抜粋 
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② 教育課程連携協議会は，次の者をもって構成するものとしたこと。ただし，専攻

分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認め

られる場合は，（ウ）の者を置かないことができるものとしたこと。 
ア 学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科の長が指名する教員その他の職

員（第６条の２第２項） 
イ 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する

事業を行う者による団体のうち，広範囲の地域で活動するものの関係者であっ

て，当該職業の実務に関し豊富な経験を有する者（第６条の２第２項第２号） 
ウ 地方公共団体の職員，地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者

（第６条の２第２項第３号） 
エ 当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が

必要と認める者（第６条の２第２項第４号） 
③ 教育課程連携協議会は，次に掲げる事項について審議し，学長等に意見を述べる

ものとしたこと。（第６条の２第３項） 
ア 産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に

関する基本的な事項 
イ 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的

な事項及びその実施状況の評価に関する事項 
 

（３）施行期日 
 この改正は、平成３１年４月１日から施行するものとすること。 
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専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
表

○

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
教
育
課
程
の
編
成
方
針
）

（
教
育
課
程
）

第
六
条

専
門
職
大
学
院
は
、
そ
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
専

第
六
条

専
門
職
大
学
院
は
、
そ
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
専

攻
分
野
に
応
じ
必
要
な
授
業
科
目
を
、
産
業
界
等
と
連
携
し
つ
つ
、
自
ら

攻
分
野
に
応
じ
必
要
な
授
業
科
目
を
自
ら
開
設
し
、
体
系
的
に
教
育
課
程

開
設
し
、
体
系
的
に
教
育
課
程
を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

専
門
職
大
学
院
は
、
専
攻
に
係
る
職
業
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
て

（
新
設
）

必
要
な
授
業
科
目
を
開
発
し
、
当
該
職
業
の
動
向
に
即
し
た
教
育
課
程
の

編
成
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
状
況
の
変
化
に
対
応
し
、
授
業
科
目
の
内

容
、
教
育
課
程
の
構
成
等
に
つ
い
て
、
不
断
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す

（
新
設
）

る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
科
目
の
開
発
、
教
育
課
程
の
編
成
及
び
そ
れ

ら
の
見
直
し
は
、
次
条
に
規
定
す
る
教
育
課
程
連
携
協
議
会
の
意
見
を
勘

案
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
体
制
を
整
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
教
育
課
程
連
携
協
議
会
）

第
六
条
の
二

専
門
職
大
学
院
は
、
産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
教
育
課

（
新
設
）

程
を
編
成
し
、
及
び
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
教
育
課
程
連

携
協
議
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
課
程
連
携
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
た

だ
し
、
専
攻
分
野
の
特
性
そ
の
他
の
当
該
専
門
職
大
学
院
に
お
け
る
教
育

の
特
性
に
よ
り
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る

者
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

学
長
又
は
当
該
専
門
職
大
学
院
に
置
か
れ
る
研
究
科
（
学
校
教
育
法
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第
百
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
組
織
を
含
む
。
）
の
長
（
第
四
号
及
び

次
項
に
お
い
て
「
学
長
等
」
と
い
う
。
）
が
指
名
す
る
教
員
そ
の
他
の

職
員

二

当
該
専
門
職
大
学
院
の
課
程
に
係
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者
又
は
当

該
職
業
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
に
よ
る
団
体
の
う
ち
、
広
範
囲
の

地
域
で
活
動
す
る
も
の
の
関
係
者
で
あ
っ
て
、
当
該
職
業
の
実
務
に
関

し
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
も
の

三

地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
地
域
の
事
業
者
に
よ
る
団
体
の
関
係
者
そ

の
他
の
地
域
の
関
係
者

四

当
該
専
門
職
大
学
院
を
置
く
大
学
の
教
員
そ
の
他
の
職
員
以
外
の
者

で
あ
っ
て
学
長
等
が
必
要
と
認
め
る
も
の

３

教
育
課
程
連
携
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
学

長
等
に
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

一

産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
の
開
設
そ
の
他
の
教
育
課
程

の
編
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二

産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
の
実
施
そ
の
他
の
教
育
課
程
の
実

施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
及
び
そ
の
実
施
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事

項
附
則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

-153-



- -1

２９文科高第５４２号

平成２９年９月２１日

各 国 公 私 立 大 学 長

大学を設置する各地方公共団体の長

各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長

大学を設置する各学校法人の理事長

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿

各 都 道 府 県 知 事

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 指 定 都 市 市 長

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長

文 部 科 学 事 務 次 官

戸 谷 一 夫

（印影印刷）

専門職大学及び専門職短期大学の制度化等に係る学校教育法の

一部を改正する法律等の公布について（通知）

先の第193回通常国会において，「学校教育法の一部を改正する法律（平成29年

法律第41号）」（以下「改正法」という。）が成立し，平成29年５月31日に公布

され，平成31年４月１日から施行されることとなりました。

また，これを受け，「学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備に関する政令（平成29年政令第232号）」（以下「整備政令」という。）が

平成29年９月１日に，下の表３に掲げる省令等が平成29年９月８日に公布され，

いずれも平成31年４月１日から施行されることとなりました。

これらの法令の制定・改正の趣旨，概要及び留意事項は下記のとおりですの

で，十分に御了知の上，その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいくださ

い。

また，都道府県知事におかれては，市町村長及び所轄の学校その他の教育機関

に対して，都道府県教育委員会にあっては，域内の市町村教育委員会に対して，

本改正の周知を図るよう配慮願います。

なお，改正法及び整備政令によるその他関係法律及び関係政令の所要の規定の

整備については，文部科学省のホームページに関係条文等を掲載しておりますの

で，御参照ください。
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職大学設置基準に，専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設

置基準に，それぞれ適合していることが必要である旨を定めたこと。（第１

条第１項）

②分野別認証評価に係る認証評価機関の認証の基準の細目

ア 大学評価基準に定めるべき事項の追加

分野別認証評価を行う認証評価機関が大学評価基準に定めるべき事項と

して，教育課程連携協議会に関すること及び学修成果に関すること（進路

に関することを含む。）を追加したこと。（第１条第３項第１号）

イ 評価における関係者の参画

分野別認証評価における評価方法には，高等学校，地方公共団体等の関

係者からの意見聴取に加え，関連職業団体関係者等の意見聴取が含まれて

いることが必要である旨を定めたこと。（第１条第３項第２号）

ウ 大学評価基準の設定・変更に当たっての意見聴取

分野別認証評価に係る大学評価基準の設定又は変更に当たっては，関連

職業団体関係者等の意見聴取を行うことが必要である旨を定めたこと。

（第１条第３項第３号）

（２）留意事項

改正後の第１条第３項に規定する分野別認証評価に係る認証評価機関の認証

の基準の細目については，専門職大学等の分野別認証評価に加え，専門職大学

院を置く大学の分野別認証評価についても同様に適用があるものであること。

３ 専門職大学院設置基準の一部改正

（１）改正の概要

①教育課程の編成方針

専門職大学院における教育課程の編成方針として，産業界等との連携によ

る授業科目の開設や，専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえた授業科目の

開発，当該状況の変化に対応した教育課程の構成等の不断の見直し，そのた

めの適切な体制の整備等に関する事項を追加したこと。（第６条）

（２）教育課程連携協議会

① 専門職大学院は，産業界等との連携により，教育課程を編成し，及び円滑

かつ効果的に実施するため，教育課程連携協議会を設けるものとしたこと。

（第６条の２第１項）

② 教育課程連携協議会は，次の者をもって構成するものとしたこと。ただ

し，専攻分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適

当でないと認められる場合は，（ウ）の者を置かないことができるものとし

たこと。

ア 学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科の長が指名する教員その他

の職員（第６条の２第２項）

イ 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連

する事業を行う者による団体のうち，広範囲の地域で活動するものの関係
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者であって，当該職業の実務に関し豊富な経験を有する者（第６条の２第

２項第２号）

ウ 地方公共団体の職員，地域の事業者による団体の関係者その他の地域の

関係者（第６条の２第２項第３号）

エ 当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長

等が必要と認める者（第６条の２第２項第４号）

③ 教育課程連携協議会は，次に掲げる事項について審議し，学長等に意見を

述べるものとしたこと。（第６条の２第３項）

ア 産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編

成に関する基本的な事項

イ 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基

本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

（２）留意事項

① 教育課程連携協議会の設置形態については，一の専門職大学院に一の教育

課程連携協議会を設ける形のほか，分野や専攻等の別により複数の教育連携

協議会を設ける形が考えられること。なお，既にいわゆるアドバイザリーボ

ード等の組織を設けている専門職大学院においては，当該既存の組織を活用

しつつ，設置基準に定める構成等の条件を整えることにより対応することと

して差し支えないこと。また，設置基準上の教育課程連携協議会であること

が学内規程等により明らかにされていれば，その名称は必ずしも「教育課程

連携協議会」としなくとも差し支えないこと。

② 教育課程連携協議会の構成については，専門職大学院設置基準第６条の２

第２項第１号から第３号まで（同項ただし書に規定する場合にあっては第６

条の２第２項第１号及び第２号）の構成員をそれぞれ１名以上含むものと

し，その構成員の過半数は，当該大学の教職員以外の者とすることを基本と

すること。

③ 専門職大学院設置基準第６条の２第２項第２号の「当該専門職大学院の課

程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団

体」は，主として職能団体や事業者団体を想定したものであるが，専攻分野

の特性により，当該職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う

者による研究団体なども含み得ること。

④ 専門職大学院設置基準第６条の２第２項第３号に掲げる者を置かないこと

ができる「当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認めら

れる場合」としては，当該専門職大学院が専ら国際的に通用する高度で専門

的な知識・能力を涵養することを目的としている場合が想定されること。

⑤ 教育課程連携協議会は，産業界等との連携による教育課程の編成・実施に

関する基本的な事項や，その実施状況の評価に関する事項を審議するもので

あり，教授会その他の審議機関との適切な役割分担により，教育研究機関と

しての自律性を確保しつつ，産業界等と連携した教育の推進に向け積極的な

機能を果たすことが期待されるものであること。
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専門職大学院設置基準等の改正について（案） 

 

 

１．専門職大学院の教員組織の改正方針（ダブルカウント・みなし専任教員等）について 

 

Ⅰ．経緯 

 ○平成２８年８月に取りまとめられた専門職大学院ワーキンググループの報告書において、

専門職大学院の必置教員が他の課程の専任教員を兼務することを一定程度認めることを検

討すべきであるなど、教員組織に関する基準改正について提言を受けたところ。 

 

 

専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について（抜粋） 

（平成 28 年 8月 10 日 中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院ワーキンググループ） 

 

Ⅱ．具体的改善方策 

 ３．教員組織 

  ○実務家教員の３分の２以内は、専任教員以外の者でも、１年に６単位以上の授業科目を担当し、か

つ、組織の運営に責任を負うもので足りるとされている。この、いわゆるみなし専任教員制度の活用

により、最新の知識を有する実務家教員を効果的に教育の現場に取り込むことが必要である。この趣

旨を更に生かすため、みなし専任教員の担当科目数について、大学院の運営についての責任（教授会

構成員として責任のある参画を想定）を担保することを前提として緩和することを検討すべきであ

る。その際、教育の質が低下しないよう留意が必要である。 

  （略） 

  ○社会（「出口」）や地域のニーズに対応するための新たな取組や自らの強みや特徴を伸ばすための

取組を促進し、高度専門職業人養成機能の強化を図るため、教育の質保証を前提として、専門職大

学院の必置教員が他の課程の専任教員を兼務することを一定程度認めることを検討すべきである。 

  （略） 

  ○一方、修士課程の教員基準について、法学分野については、複数専攻を設ける場合の緩和措置が設

けられていることから、専門職学位課程においても、法学分野においては、一研究科に、複数の専

門職学位課程の専攻がある場合は、必置教員数を一定程度緩和することを検討すべきである。 

 

 

 ○これを受けて、平成２９年 1月より引き続き同ワーキンググループにおいて、教員組織に

関する制度改正の方針について、上記報告書とりまとめ以降、計４回にわたり審議を重

ね、大学院部会も含めて以下の改正方針で了解を得られたので、本分科会においても御審

議願いたい。 

  

H29.12.15 中央教育審議会大学分科会配付資料一部抜粋 
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Ⅱ．改正方針 

 （１）ダブルカウントに係る現行制度及び改正の必要性 

  〇専門職大学院制度の創設に当たっては、専門職大学院での教育に専念する教員を一定程

度確保して教育の質を担保する必要があることから、専門職大学院に必要とされる教員

は、学部に必要とされる教員数に算入できないこととし、さらに、専門職大学院は、修

士課程及び博士課程の前期課程のいずれでもないことから、専門職大学院に必要とされ

る教員は修士課程及び博士課程に必要とされる教員数に算入できないこととされた。 

 

  〇専門職大学院制度の発足時においては、一定数の教員確保に困難が伴うことが予想され

ることや、平成１１年に創設された専門大学院がすべて専門職大学院に移行することを

勘案して、専門職大学院に必要とされる教員であっても、制度発足からの特例措置とし

て、１０年間は、専門職大学院に必要とされる教員数の３分の１までは、学士課程・修

士課程において必要とされる教員数に算入することができた。また、研究者養成の観点

から、専門職学位課程を修了した者が博士後期課程に進む途が開かれていることも勘案

して、博士後期課程に必要とされる教員数については、専門職大学院に必要とされる教

員数の全てについて算入することができた。 

（博士後期課程については１０年間の特例措置後も恒常的措置として専門職大学院に必

要とされる教員の全てを算入することが認められた。） 

 

  〇専門職大学院の教員組織の一定の独立性を図ることにより、専門職大学院における教育

に専念する教員の確保が図られる一方で、学部との連携や学際連携が図りづらいため、

高等教育機関としての発展が阻害されているとの指摘がある。 

 

  〇このように他の課程との教員組織が分断されたことにより、同分野の学部と専門職大学

院との教育課程における連携が促進されず、教授会の縦割りが構築され、学部生が専門

職大学院に進学する機会を狭めているとともに、専門職大学院の実践的な教育手法等を

学部教育にも活用していくことが進まない一因となっている。 

 

  〇特に法科大学院や教職大学院、臨床心理系など、職業資格に関係する専門職大学院につ

いては、中央教育審議会の他の委員会等でも学部教育との連携が不可欠であるといった

指摘がされているものの、現行制度では教員組織が分断されていることから、連携でき

る範囲に限界がある。 

 

  〇本制度改正が実現されれば、学部教育に対しても専門職大学院で行われている質の高い

実践的な教育手法等を還元することができ、専門職大学院のみならず、学部教育の質的

向上も期待できる。 
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  〇その他、現在でも専門職大学院の教員が関連する学部において兼担教員として授業を担

当することは一般的に行われているが、当該学部の専任教員でないため、教授会のメン

バーとして学部の運営に参画することは困難となっており、また大学の中には、専任教

員でなければ学部のゼミを担当することができないとしているところもある。 

 

  〇また、各研究科のポリシーとして高度専門職業人養成を掲げていることを踏まえ、修士

課程から専門職学位課程への移行を検討している大学もあるが、現行制度では教員組織

が学部と分断されるとの懸念があることから移行に躊躇する例も存在する。 

 

  〇なお、既に各分野別認証評価機関の評価基準において、教員の教育負担が過度にならな

いように確認する基準が設けられていることや、先般の学校教育法等の改正により、新

たに外部有識者等から構成される「教育課程連携協議会」を設置し、教育課程の編成に

関する基本的な事項や教育課程の実施状況の評価に関する事項を審議する（平成３１年

４月施行）ことから、複数の外部からの視点による教育の質保証に関する仕組みが設け

られることとなった。 

 

  〇今後、少子高齢化が進む中で我が国が持続的に成長するためには、国民一人当たりの労

働生産性を向上させる必要があり、高度専門職業人養成のための中核的教育機関である

専門職大学院制度のより一層の充実強化が求められる。これらの改正を行うことによ

り、専門職大学院の量的確保及び学部教育も含めた教育の質的向上に関する課題等の解

決に資することが期待される。 
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 （２）改正内容 

   ①ダブルカウント（専門職学位課程と他の課程との兼務） 

①恒常的措置 

 目的：学士課程との連携の強化や他分野との学際的連携の促進による高度専門職

業人養成機能の一層の強化 

 対応：博士後期課程との全員の兼務（現行制度）＋必置教員数のうち算定の基礎

となる修士課程の必要教員数までの範囲内で学士課程との兼務を認める

（修士課程は引き続き不可） 

②移行措置 

 目的：既存の修士課程等から専門職学位課程への転換促進による高度専門職業人

養成機能の一層の強化 

 対応：上記①＋必置教員数のうち算定の基礎となる修士課程の必要教員数までの

範囲内で修士課程等との兼務を認める 

 条件：修士課程等との兼務は、今後、新たに専門職大学院を設置する場合のみと

し、設置後 5年間まで認める 

 ※①②共に教育の質を確保する観点から、専門職学位課程に専従する教員を一定割合確保する 

 

   ②法学分野における専門職学位課程間の教員基準の緩和 

 目的：渉外法務で活躍する弁護士、グローバル企業の法務スタッフ、国連等の国

際機関やＮＧＯで働く法律専門職などを目指す者のためのリカレント教育

の必要性を踏まえた法科大学院以外の法学分野の専門職大学院の開設促進 

 対応：法学分野における修士課程の教員基準は研究指導教員数を五以上置くもの

とされているが、一研究科に法科大学院以外の法学関係の専門職学位課程

を設ける場合、研究指導教員は三以上置くこととする(法科大学院を除く) 

    （現在の告示において、法学分野の修士課程については、公法、私法等に

分割したときは、各専攻ごとに研究指導教員数を五から三以上置くこと

とし、軽減している） 

 

   ③みなし専任教員の要件緩和 

 目的：ビジネスを始め各分野の一線で活躍する者や最新の実務の知識を有する

者、その時々の社会のニーズの高い分野の実務家に大学院教育に積極的に

参画することを促す 

 対応：「みなし専任教員」の要件の担当単位数の下限を現行の６単位から４単位

へ改正 

 

 （３）施行期日 

   〇平成３０年４月１日施行予定とする。   
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専門職大学院設置基準等の改正について（案）【概要】

社会(「出口」)や地域のニーズに対応するための新たな取組や自らの強みや特徴を伸ばすための取組を促進さ
せ、高度専門職業人養成機能を一層強化させる観点から、教員組織の在り方を以下の通り見直すこととする。

①ダブルカウント（専門職学位課程と他の課程との兼務）

全員兼務可

② 移 行 措 置① 恒 常 的 措 置

専門職
学位課程

学士課程

修士課程

博士課程
（後期課程）

全員兼務可

全員兼務可 算定の基礎となる修士課程の
必要教員数の範囲内で兼務可

↔ ・・・すでに兼務が認められている ↔ ・・・新たに兼務を認める

修士課程等と
の兼務は開設
後5年間限り 専門職

学位課程

学士課程

修士課程
又は専門職学位課程

博士課程
（後期課程）

全員兼務可

修士課程のみ
全員兼務可

専従

専従

算定の基礎となる修士課程の
必要教員数の範囲内で兼務可

全員兼務可

上乗せ分（２～３割程度） ⇒

＜専門職学位課程＞ ＜修士課程＞

学部 学部

研究指導教員
（マル合）

研究指導補助教員
（合）

研究指導補助教員
（合）

修士の1.5倍
配置

兼
務
可

兼
務

不
可

修
士
課
程
は
全
て
兼
務
可

修
士
課
程
は
学
部
と
兼
務
可
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
専
門
職
学
位
課
程
に
お
い
て
は
、
算

定
の
基
礎
と
な
る
修
士
課
程
の
必
要
教
員
数
ま
で
、

兼
務
可
と
す
る
。(

概
ね
７
～
８
割
程
度)

教育の質を確保する観点から、
専門職学位課程に専従する
教員を一定割合確保

◆兼務イメージ図

※文部省告示175号の第3号により算出される必要教員数が適用される課程については、算定の基礎となる別表３の修士課程の分
野ごとに算出される必要教員数の範囲内において兼務することを可能とする。

（例：社会科学系大学院で収容定員600人の場合、修士課程は600÷20＝30人の専任教員が必要であり、専門職学位課程は
600÷15＝40人の専任教員が必要であるため、その差の10人は兼務不可とし、残りの30人は兼務を可能とする）

研究指導教員
（マル合）

専門職学位課程は教育の質を確保する観点から、一定の独立の確保と教員組織の充実が求められており、
修士課程の1.5倍の研究指導教員と修士課程と同数の研究指導補助教員を合わせた数の専任教員を配置する
ことが求められている。
そのため、算定の基礎となる修士課程の必要教員数を超えて配置する分については、教育の質を確保する

観点から兼務を認めず、それ以外の教員については学士課程との兼務を可能とする。
（移行措置については修士課程等との兼務も同じ割合とする。）

①恒常的措置
目的：学士課程との連携強化や他分野との学際的連携促進による高度専門職業人養成機能の一層の強化
対応：博士後期課程との全員の兼務（現行制度）＋必置教員数のうち算定の基礎となる修士課程の必要

教員数までの範囲内で学士課程との兼務を認める（修士課程は引き続き不可）
➁移行措置
目的：既存の修士課程等から専門職学位課程への転換促進による高度専門職業人養成機能の一層の強化
対応：上記①＋必置教員数のうち算定の基礎となる修士課程の必要教員数までの範囲内で修士課程等と

の兼務を認める
条件：修士課程等との兼務は、今後、新たに専門職大学院を設置する場合のみとし設置後5年間
※①②共に教育の質を確保する観点から、専門職学位課程に専従する教員を一定割合確保する
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専門職大学院設置基準等の改正について（案）【概要】

②法学分野における専門職学位課程間の教員基準の緩和

目的：渉外法務で活躍する弁護士、グローバル企業の法務スタッフ、国連等の国際機関やＮＧＯで
働く法律専門職などを目指す者のためのリカレント教育の必要性を踏まえた法科大学院以外
の法学分野の専門職大学院の開設促進

対応：法学分野における修士課程の教員基準は研究指導教員数を五以上置くものとされているが、
一研究科に法科大学院以外の法学関係の専門職学位課程を設ける場合、研究指導教員は三以
上置くこととする（法科大学院を除く）
（現在の告示において、法学分野の修士課程については、公法、私法等に分割したときは、
各専攻ごとに研究指導教員数を五から三以上置くこととし、軽減している）

③みなし専任教員の要件緩和

目的：ビジネスを始め各分野の一線で活躍する者や最新の実務の知識を有する者、その時々の社会
のニーズの高い分野の実務家に大学院教育に積極的に参画することを促す

対応：「みなし専任教員」の要件の担当単位数の下限を現行の６単位から４単位へ改正

①必要な専任教員
１）当該分野の修士課程の研究指
導教員数の1.5倍＋研究指導補
助教員

又は
２）修士課程を担当する研究指導
教員1人当たりの学生の収容定
員に4分の3を乗じて算定され
る収容定員の数（小数点以下
の端数は切り捨て）につき1人
の専任教員を配置

（告示53号第1条第1項）
※１）２）のいずれか多い方の数

②実務家教員
必要専任教員数のうち、3割は
実務家教員を配置
（告示第53号第2条第1項）
※法科大学院は2割、教職大学
院は4割の実務家教員を配置
(告示第53号第2条第3項,第5項)

③他の過程との兼務（ダ
ブルカウント）
博士課程（区分制の場合
は後期課程）の専任教員
の兼務が可能
（専門職大学院設置基準
第5条第2項）

④みなし専任教員
実務家教員のうち、3分の2
（端数は四捨五入）の範囲内
については、専任教員以外の
者であっても、1年につき6単
位以上の授業科目を担当し、
かつ、教育課程の編成その他
専門職学位課程を置く組織の
運営について責任を担う者で
足りるものとする。
（告示第53号）第2条第2項

研究者教員

実務家教員

◆みなし専任教員に関する現行制度イメージ図

-162-



２．法科大学院の入学者選抜に関する改正について 

 

Ⅰ．経緯 

 ○法科大学院等特別委員会においては、平成２８年１１月から７回にわたり、法科大学院教

育等の改善について御議論いただいているところ、現時点までに制度的措置を要する改善

方策として、以下のような事項が挙げられている。 

  ①法科大学院の専任教員と学部の専任教員の兼務（ダブルカウント）を一定割合認める設

置基準改正 

  ②入学者のうち３割以上を法学系課程以外の課程出身者又は実務経験者とすることを求め

た告示の改正 

 

 ○法科大学院の専任教員と学部の専任教員の兼務を含む、教員組織に関する改正について

は、前述のとおり専門職大学院ワーキンググループで平成２９年１月から４回の議論を経

て、改正方針が取りまとめられたところである。 

 

 ○一方、入学者のうち３割以上を法学系課程以外の課程出身者又は実務経験者とすることを

求めた告示についても、これまでの法科大学院等特別委員会において、以下の改正方針で

了解を得られたので、本分科会においても御審議願いたい。 

 

Ⅱ．改正方針 

（１）入学者選抜に係る現行制度及び改正の必要性 

  ○法科大学院の入学者選抜については、専門職大学院設置基準第１９条において「多様な

知識又は経験を有する者を入学させるよう努める」ことが求められているほか、入学者

の多様性を確保するため、専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成１５

年文部科学省告示第５３号）第３条において、以下の内容が定められている。 

 

専門職大学院設置基準（平成 15 年文部科学省令第 16 号） 

（法科大学院の入学者選抜） 

第十九条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様

な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。 

 

専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成 15 年文部科学省告示第 53 号） 

（法科大学院の入学者選抜） 

第三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験

を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。 

２ 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施

状況を公表するものとする。 
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  ○各法科大学院においては、この規定も踏まえて入学者の多様性の確保に取り組んでいる

ところであるが、平成２９年度入学者に占める法学系課程以外の出身者又は実務経験者

（以下「純粋未修者又は実務経験者」という。）の割合は約２５％となっている。 

 

  ○純粋未修者や実務経験者の割合は増やすべきではあるが、純粋未修者をはじめ法科大学

院志願者が減少する中で、純粋未修者や実務経験者を一定割合以上入学させることにつ

いて努力義務を課すのは、入学者の質の確保から適当ではない状況にある。 

 

  ○ついては、設置基準において引き続き入学者の多様性を確保する努力義務は課しつつ、

３割合以上の純粋未修者又は実務経験者を入学させる努力義務を求めている告示を見直

すこととしたい。 

 

 （２）改正内容 

   ④法科大学院の入学者選抜に関する規定の削除 

 目的：各法科大学院の実情に応じた柔軟な入学者選抜の実施 

 対応：設置基準において引き続き入学者の多様性を確保することを求めつつ、入

学者に占める純粋未修者の割合に関する告示の数値基準を削除 

 

 （３）施行期日 

   〇平成３０年４月１日施行の方向で調整。                                                                                                                             
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Ⅻ 東京の大学の定員抑制について 
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地方における若者の修学・就業の促進に向けて 
－地方創生に資する大学改革－ 

地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議最終報告（抜粋） 
平成 29 年 12 月８日 

 

４．今後の取組 
(２)東京の大学の定員抑制 
①基本的考え方 
○ 地方圏のみならず東京圏においても、「学生がどこで何を学ぶか」という学生や親のニ

ーズへの対応、社会経済情勢の変化に対応して「大学がどのような分野の研究教育を推進

するか」という大学経営の主体性の確保は必要である。 
 
○ 一方で、近年、特に東京 23 区の大学生は増加傾向にあり、また、東京都の大学進学者

収容力は、約 200％と他の道府県よりも突出して高く、ここ数年も東京圏の大学の定員増

加が続いている。とりわけ、東京圏への転入超過約 12 万人（2016 年）のうち、大学進

学時の転入超過は約７万人程度と大きな割合を占めており、今後も転入超過が継続しか

ねない。また、大学進学時の東京転入者は、就職時においても東京残留率が高いことから、

20 代の若者の東京圏への転入超過を助長しかねない。 
 
○ 今後 18 歳人口が大幅に減少（2017 年の約 120 万人が、2040 年には約 88 万人に減

少）する中にあって、市場原理に委ねたままで、他の地域と比べて優位性の高い東京 23 
区の定員増が進み続けると、さらに東京の大学の収容力の拡大や地域間の大学の偏在が

進むとともに、地方大学の中には経営悪化による撤退等が生じ、高等教育の就学機会の格

差が拡大していくことになりかねない。仮に、東京都における大学の収容定員・充足率が

現状の水準で推移した場合には、東京都以外の道府県の大学において、大幅な定員割れを

生じかねない。 
さらに、平成 14 年の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の廃止以

降、東京圏周縁地域から大学が撤退し、東京 23 区へ移転する状況が続いており、大学撤

退地域の衰退も懸念される。 
 
○ 将来の 18 歳人口の大幅減少が見込まれているものの、各大学はそれぞれで部分最適を

追及するあまり、東京の大規模・中規模大学においては急激な入学定員の拡大が生じてい

る。地域間の大学定員の収容力の格差が大きい中にあって、全国的に見た大学の適正配置

（全体最適）や就学機会の格差是正といった観点から、行政が適切に関与することが必要

である。 
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○ 以上のような状況を踏まえ、近年学生数の増加が著しい東京都特別区（23 区）におい

ては、学部・学科の所在地の移転等も含めて、原則として大学の定員増を認めないことと

する。 
なお、定員の抑制にあたっては、東京の国際都市化に対応する場合や、若者の東京圏へ

の転入増加につながらない場合のように、真にやむをえない場合は例外扱いとすること

は差し支えないと考えられる。 
 
○ また、東京 23 区周縁地域については、補助金やその他の方法によって定員増に関して

抑制的な対応を行うべきという意見がある一方で、大学の所在は現存の地方公共団体の

行政区画とは入り組んだ関係にあり、論理的に明確な区分けが容易ではないため、周縁地

域の定員増の抑制は行うべきではないとの意見があり、引き続き検討が必要である。 
 
②具体的取組 
（抑制の対象とする学校種） 
○ 抑制の対象とする学校種は、国立・公立・私立の大学（短期大学を含む）とするべきで

ある。 
 
○ 大学院については、学術の理論・応用を教授研究し、大学よりもより高度な専門人材を

養成し、研究拠点を形成するとともに、東京の国際都市化に対応して、世界のブレーン・

サーキュレーションを担う人材の養成などに寄与しており、また、自大学の学部からの進

学割合が高く、大学と比較して、地方から東京へ若者が流入する割合が低いと考えられる

ことなどから、抑制の例外とするべきである。 
 
○ 専門職大学については、原則として抑制の対象とすることも考えられるが、実践的な職

業教育を行い、社会人等多様な学生を受け入れる新たな学校種であることから、東京 23 
区においても、社会ニーズへの対応、東京一極集中是正の双方の視点を踏まえつつ、例え

ば、一定の期間（例えば、５年間程度）、新設を認めることも考えられる。なお、専門職

学科については、専門職大学と同様に扱うべきとの意見がある一方で、全体の中でスクラ

ップ・アンド・ビルドを行うなど専門職大学とは異なる取扱いにするべきという意見もあ

り、引き続き検討が必要である。 
 
（スクラップ・アンド・ビルド） 
○ 東京 23 区内に所在する学部・学科の収容定員の総数の増加を伴わない学部・学科の改

編等（スクラップ・アンド・ビルド）は東京 23 区の学生の増加・集中にはつながらない

ことから、抑制の例外とすべきである。 
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ヒアリングにおいて、他学部の定員削減により、大学全体の定員を増やさず、教員の配

置転換も積極的に進めて新設された滋賀大学のデータサイエンス学部や宇都宮大学の地

域デザイン科学部のような事例がある一方で、上智大学の総合グローバル学部の新設時

は、教員の配置等の関係から他学部の定員を同時に減少することは困難であるとの意見

もあった。 
これらのことを踏まえ、新たな学部・学科を新設することに伴い、旧来の学部・学科を

廃止する移行期間については、一時的に収容定員の総数が増加することを認めることも

考えられる。 
 
○ 短期大学から４年制大学に転換する場合や、専門学校が専門職大学・専門職短期大学を

設置する場合、大学全体や一部を統合等する場合など、東京 23 区に所在する高等教育機

関がその収容定員を活用して、東京 23 区に他の高等教育機関を設置する場合は、上記の

スクラップ・アンド・ビルドと同様の趣旨で、抑制の例外とすべきである。 
ただし、専門学校の定員の管理は大学等の定員管理とその仕組みが異なっているため、

制度設計には留意が必要である。 
 
○ 一方で、スクラップ・アンド・ビルドの徹底に当たっては、以下の点に留意が必要であ

る。 
・単に既存大学の総定員の枠を温存することにならないよう、新学部・学科の設置等に当

たっては、その必要性や教育の質が担保されるような仕組みを設けること 
・定員削減を行う場合や、学生や社会のニーズを踏まえた学部・学科の見直しを行わない

場合の両面から、交付金等の配分の検討を行うこと 
・現在は認可事項となっていない学内の学部・学科間の収容定員の振替え、学部・学科の

収容定員増を伴わないキャンパス移転等による東京 23 区の定員増も含めて抑制の対象

とするべきであること 
 
（抑制の例外） 
○ 留学生については、東京が国際都市として発展していくためには、「経済財政運営と改

革の基本方針 2017」（平成 29 年６月閣議決定）や「留学生 30 万人計画」（平成 20 年７

月）において言及されているように留学生の受け入れ促進が重要であること、また、地方

から東京への若者流入にはつながらないことから、抑制の例外とするべきである。 
ただし、留学生を抑制の例外とするに当たっては、その定員管理を適切に行う必要があ

るとともに、教育の質の確保にも配慮することが必要である。 
 
○ 社会人については、個々の社会人の資質・能力の向上が必要であり、「経済財政運営と

改革の基本方針 2017」や「未来投資戦略 2017」（平成 29 年６月閣議決定）において言
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及されているリカレント教育等の充実が不可欠であること、また、リカレント教育の推進

のためには、職場に近い大都市部にその学びのための場所が必要であるが、職場近くでの

学び直しは東京への若者流入にはつながらないことから、抑制の例外とするべきである。 
なお、通信教育については、学生が東京 23 区に居住する必要がなく、夜間学部につい

ても、同趣旨の考えから、抑制の例外とするべきである。 
 
○ 校舎等の施設又は設備の整備を行うなど必要な投資を行う場合で、既に収容定員増に

ついて機関決定を行い、公表している場合は、規制前における大学経営の自主性・主体性

を尊重することが必要であることから、抑制の例外とするべきである。 
 
○ 一都三県外に所在する大学の学部・学科が東京 23 区にキャンパスを新増設・拡充して、

一部の学修を東京 23 区において実施する場合は、例えば、１・２年生時は東京で履修し、

３・４年生時は地方で履修するような場合は、地方の若者の東京圏への転入増加につなが

るものとは言えないことから、抑制の対象外とするべきである。 
なお、東京 23 区に所在する大学の学部・学科が一都三県外にサテライトキャンパスを

新増設・拡充し、学部・学科全体としては収容定員が増加する場合（一部の学修を地方に

おいて実施する場合）は、地方キャンパスで一部の学生が履修することにより、東京 23 
区で履修する学生数が増加せず、また地方での就学機会の増加に資するものであること

から、抑制の例外とするべきである。 
 
○ 形式基準で例外措置を付け加えていくのではなく、社会人や留学生、専門職大学等の取

扱いを含め、新増設の必要性と合理性を判断する第三者機関を設け対応していくべきで

あるという意見がある一方で、これ以上例外事項が増えることで抑制が骨抜きにならな

いようにすべきとの意見や社会の情勢の変化により、必要性・合理性のある類型が出てく

れば、必要性が生じた時点で制度を改正する方式がよいとの意見もあり、第三者機関の設

置については、引き続き検討が必要である。 
 
○ 抑制の期間については、期間を切らずに行うべきであるとの意見がある一方で、23 区
内の大学の定員増に対する規制は謙抑的内容の一時的措置とすべきであるという意見も

あり、引き続き検討が必要である。 

-169-


	02_【設置説明会資料】専門職大学院設置基準等の改正について（教員組織）.pdf

